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１ 計画策定の背景 

 

 ２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災の経験を通じ、不測の事態に対する社会経

済システムの脆弱さが明らかとなり、今後想定される首都直下地震や南海トラフ地震等の大

規模自然災害への備えが国家的な重要課題として認知されることとなりました。 

 国においては、２０１３年１２月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・

減災等に資する国土強靱化基本法（平成２５年１２月１１日法律第９５号）（以下「基本法」

という。）が施行され、２０１４年６月には、基本法に基づく「国土強靱化基本計画」（以下

「基本計画」という。）が閣議決定されました。基本法の第二条（基本理念）において、国土

強靱化に関する施策の推進は、大規模自然災害等に備えるため、事前防災・減災と迅速な復

旧復興に資する施策の総合的、計画的な実施が重要であり、国際競争力向上に資するとされ

ています。また、第四条（地方公共団体の責務）において、地方公共団体は、国土強靱化に

関し地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有するとさ

れ、第十三条（国土強靱化地域計画）においては、都道府県又は市町村が、国土強靱化に関

する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国土強靱化に関する施策の推進に関する基

本的な計画（以下「国土強靱化地域計画」という。）を、国土強靱化地域計画以外の国土強靱

化に係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針となるべきものとして定めることができ

るとされています。 

 北海道においては、太平洋沖における大規模な地震・津波の発生が高い確率で想定されて

いるほか、過去の経験から、火山噴火や豪雨・豪雪などの自然災害に対する備えが喫緊の課

題となっている中で、２０１５年３月に北海道の強靱化を図るための地域計画として、「北

海道強靱化計画」が策定されるなど、今後の大規模自然災害等に備えた事前防災及び減災に

係る施策を総合的に推進するための枠組みが順次整備されました。 

 本町においては、１９９２年以降、集中豪雨、暴風・暴風雪、突風を中心とした数多くの

災害に見舞われ、２０１８年の北海道胆振東部地震による大規模停電を経て、町民の防災・

減災に対する意識が高まっていますが、本町は少子高齢化の進行や人口減少、社会資本の老

朽化などの多くの地域課題を抱え、将来的な地域の防災力の低下は免れない状況です。 

 以上から、「第６期遠別町総合計画」に掲げる「安心できる、えんべつの街」の推進と大規

模自然災害から町民の生命と財産を守るため、本町の自然災害に対する脆弱さを見つめ直し

ながら地域の強靱化を図り、いかなる災害が発生しようとも「強さ」と「しなやかさ」を持

った地域社会を形成することを目的に「遠別町強靱化計画」を策定します。 

Ⅰ はじめに 
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２ 計画の位置づけ 

 

 本計画は、基本法第十三条に基づく「国土強靱化地域計画」として策定します。 

 また、本計画は「国土強靱化基本計画」及び「北海道強靱化計画」との調和を保ちつつ、

「第６期遠別町総合計画」におけるまちづくりの将来像（基本構想）を基本とし、本町にお

ける他の分野別個別計画の国土強靱化に関する指針となるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 地域防災計画との関係 

 

 「国土強靱化」と「防災」は、災害への対策という点で共通していますが、「防災」は「リ

スク（地震や洪水など）」を特定し「リスクに対する対応」を取りまとめるものです。 

 したがって、地域防災計画では、「各災害に共通する対策」を設けながら、「地震災害対策」

や「津波災害対策」など、リスクごとに計画が立てられています。 

 一方で、「国土強靱化」は、リスクごとの対処対応をまとめるものではなく、あらゆるリス

クを見据えつつ、どんなことが起ころうとも最悪な事態に陥ることが避けられるような「強

靱」な行政機能や地域社会、地域経済を事前に創り上げていこうとするものです。 

 

  

第６期遠別町総合計画 

基本目標 基本計画 実施計画 

各分野別個別計画 

ｚ 各分野別個別計画 

各分野別個別計画 

各分野別個別計画 

遠別町強靱化計画 

北海道強靱化計画 

国土強靱化基本計画 

調
和 

調
和 

整合 

強靱化施策の指針 
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＊＊＊  地 域 防 災 計 画 と の 比 較  ＊＊＊ 

区   分 強靱化地域計画 地域防災計画 

検証アプローチ 想定される自然災害全般 災害の種別ごと 

対象フェーズ 発災前 発災時・発災後 

施策の設定方法 リスクシナリオごと なし 

施策の重点化・優先順位 あり なし 

推進事業の設定 あり なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の期間 

 

基本計画及び北海道強靱化計画との調和に留意し、本町を取り巻く環境の変化による見

直しと効果的なＰＤＣＡサイクルの実施を図り、本計画の期間は５年（令和２年度【２０

２０年度】から令和６年度【２０２４年度】）とします。 

 大規模災害の発生や国又は北海道の強靱化施策等の見直しによって、本計画に改定の必

要が生じた場合は、計画期間中においても随時見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

強靱化地域計画 強靱化地域計画 

大規模災害へ 

備え、平時も 

活用できる事 

業での地域シ 

ステム強靱化 

応急体制 

整  備 

災害予防 

復旧復興 

体制整備 
復興 

復旧 

応急 

発災前 発災後 

発災 

2019 2020 2024 2028 

第 6期遠別町総合計画(2016～2025) 第7期遠別町総合計画(2026～2035) 

第１期遠別町強靱化計画 第２期遠別町強靱化計画 策定期間 

北海道強靱化計画 

国土強靱化基本計画 

整合 

調和 
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５ 計画の構成 

 

本計画は、Ⅰ章からⅤ章までの構成とし、概要は以下のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅰ．はじめに 

Ⅱ．基本的考え方 

Ⅲ．脆弱性の評価 

Ⅳ．施策プログラム 

Ⅴ．計画の進捗管理 

○ 計画策定の背景・位置づけの提示 

 

○ 地域防災計画との関係・計画期間を提示 

○ 遠別町強靱化を進める前提として、遠別町の位置・地勢と人口推 

移の基礎データを提示 

 

○ 過去の発災状況から遠別町に被害をもたらす想定リスクを提示 

 

○ 遠別町が担うべき役割や直面する自然災害リスク等を踏まえた 

 「遠別町強靱化計画の基本目標」を提示 

○ 遠別町強靱化に関する施策の推進に必要な事項を明らかにする 

ため、遠別町における大規模自然災害に対する脆弱性の評価を実施 

 

○ 大規模自然災害全般を対象としたリスクシナリオとして２１の 

「起きてはならない最悪の事態」を設定し、事態回避に向けた現行 

施策の対応力について評価 

○ 脆弱性強化の結果を踏まえ、遠別町における強靱化施策の取組方 

針を示す「施策プログラム」を策定 

 

○ ２１のリスクシナリオごとに事態回避のために取り組むべき施 

策を提示 

 

○ 施策の進捗や実績を的確に把握するため、関連する指標「目標値」 

を設定 

 

○ 計画の実効性を確保するため施策の重点化を実施 

 

○ 遠別町強靱化のための推進事業を設定 

○ 計画を着実に推進するための進捗管理の方法や体制を提示 
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１ 遠別町の概要 

 

（１）位置・地勢 

  遠別町は、北海道の北西部に位置し、東にピッシリ岳（１，０３１ｍ）を主峰とする

天塩山地を境に、雨竜郡幌加内町、中川郡中川町に接し、南は苫前郡初山別村及び羽幌

町、北は天塩町に隣接しています。西は洋々たる日本海に面して、東西２７．４９km、

南北５１．０５km、面積は５９０．８０k ㎡の広さを有しています。 

  地形的には、西に向かって緩やかな傾斜をなし、その間を数流の河川が東西に流れ、

日本海に注いでいます。特にピッシリ岳に源を発する遠別川は８０ kmにわたり、その

地域は地味肥沃で農耕に適し、本町稲作の中核地帯であります。海岸沿いは、平坦で泥

炭地帯であり、一部畑作を除き、大部分は酪農業を営んでいます。南部、北部の小河川

流域の平坦地では、酪農業、畑作に大別されますが、単一的作目経営から複合経営への

転換が図られています。 

 

 

（２）気候 

  気候は、海洋性気候で対馬海流の影響により比較的温和で、特殊な気象年を除いては

農作業に影響を及ぼすことは少ないが、冬期間において日本海から吹き付ける季節風

は、地吹雪による視界不良で通行止めをもたらすこともあります。 

 

 

（３）人口 

  本町の人口は、１９７５年国勢調査の５，７３９人から減少を続け、２０１５年には

２，８０２人と当時の約半分の人口規模となっています。また、近年少子高齢化の影響

により総人口における老年人口の割合が３８．０％となり、１９７５年当時の８．７％

と比較すると大幅な増加となっています。人口推移の結果によると、今後も人口は緩や

かに減少を続け、総人口における老年人口の割合は増加する見込みとなっています、 

 

集計年 総人口 
年齢別人口構成 

年少人口 生産年齢人口 老年人口 

1975年 

実績 

5,739 1,531 3,708 500 

1985年 4,900 987 3,295 618 

1995年 3,912 601 2,478 833 

2000年 3,683 489 2,247 947 

2005年 3,421 426 1,943 1,052 

2010年 3,084 371 1,656 1,057 

2015年 2,802 307 1,430 1,065 

2020年 

推移 

2,550 253 1,224 1,073 

2025年 2,373 218 1,130 1,025 

2030年 2,206 207 1,022 977 

2035年 2,058 206 950 902 

2040年 1,919 212 859 848 

  

Ⅱ 基本的考え方 
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２ 災害の歴史とリスク設定 

 

（１）災害の歴史 

  本町における近年の災害は以下のとおり、「豪雨」と「台風・暴風」による災害が大半

を占めており、「地震」や「津波」による災害は発生しておりません。しかし、昭和１５

年の北海道神威岬北西沖を震源地とする地震による津波被害や、北海道防災会議におい

て平成２８年公表された「サロベツ断層帯」による地震想定結果を考慮すると、多くの

自然災害のリスクを有していると言えます。 

 

発災年月日 災  害 被害状況 

平成11.4.24 融雪 排水路法面崩壊３箇所、河川決壊１箇所 

平成11.7.28 大雨 床下浸水１棟、河川決壊１箇所、道路法面崩壊１箇

所、河川土砂閉塞１箇所、道路地すべり１箇所、共

同利用施設（サケ捕獲場）１箇所、農業用施設１箇

所、林道盛土決壊・路肩崩壊７箇所、観光施設冠

水、農業被害 

平成12.4.22 融雪 河川決壊１箇所、排水路法面決壊２箇所 

平成12.10.8 大雨 町道決壊１箇所、林道路盤流出・路肩決壊４箇所 

平成13.4.18～20 融雪 排水路決壊２箇所、農地路肩決壊１箇所、河川決壊

１箇所 

平成13.7.24 大雨 床下浸水２棟、道路決壊１箇所、農業被害 

平成14.10.2 台風 21号 共同利用施設１箇所、教育施設１箇所、営農被害

（牛舎・サイロ・ビニールハウス棟）３４件 

平成16.9.8 台風 18号 住宅被害１６３件（半壊６棟、一部破損７９棟、倉

庫棟７８棟）、農業被害（農作物、共同利用施設、営

農施設）、漁業被害（共同利用施設、定置網、ホタテ

養殖篭、底建網）、林業被害（倒木）、商工業被害

（商工業施設）、公共施設、農地海岸保全施設 

平成22.7.18～19 大雨 住宅床上浸水１件、農業被害、土木被害、漁業被

害、林業被害 

平成22.7.28～29 大雨 農業被害、土木被害、漁業被害、林業被害 

平成22.8.13～14 大雨 住宅床上浸水５件、床下浸水４件、牛舎被害５箇

所、農業被害、土木被害、漁業被害、林業被害 

 

 

（２）リスクの設定 

  以上のことから、本町において甚大な被害をもたらすと想定される自然災害（リス

ク）を以下のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

  

 豪 雨  洪 水  地 震  豪 雪  暴 風  津 波 
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３ 基本目標の設定 

 

本町の強靱化の意義は、大規模自然災害から町民の生命・財産を守り、重要な社会経済機

能を維持することに加え、本町が持つ豊かな自然と基幹産業及び地理的優位性を活かしたバ

ックアップ機能を強化し、国と北海道全体の強靱化に積極的に貢献していくことにあります。 

また、第６期遠別町総合計画の基本目標「安心できる、えんべつの街」においては、自然

災害への対応、超高齢化社会や過疎化の進行など多くの課題から町民の生命及び財産を守り、

生活への不安の解消を図るため、まちづくりのあらゆる場面における第一定義として「衝撃

に備える」ことを基本とします。さらに、地域住民がともに助け合いシェア（共有）しなが

ら生活できる仕組みを推進することとしています。 

そして、本町の「強靱化」は、大規模自然災害への対応を見据えながら、産業、交通、エ

ネルギー、まちづくりなど幅広い分野における機能の強化を平時の段階から図り、また、人

口減少対策や地域活性化など本町が直面する平時の政策課題にも有効に作用させ、持続的成

長に繋げるものでなければなりません。 

以上の考えを踏まえ、本計画においては、基本計画における４つの基本目標と北海道強靱

化計画における３つの目標との調和を保ち、次の３つを基本目標として設定し、第６期遠別

町総合計画に掲げる「安心できる、えんべつの街」の推進と本町の強靱化に係る計画・施策

の推進に努めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 遠 別 町 強 靱 化 計 画 の 基 本 目 標 】 

1 大規模自然災害から町民の生命と財産及び社会経済機能を守ること 

 

2 遠別町の強みを活かし、国・北海道の強靱化に貢献すること 

 

3 自助・共助・公助の地域全体で支え合う強くしなやかな社会基盤を作ること 

【 国土強靱化基本計画の基本目標 】 

いかなる災害等が発生しようとも 

1 人命の保護が最大限図られること 

2 国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

3 国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

4 迅速な復旧復興 

【 北海道強靱化計画の目標 】 

1 大規模自然災害から道民の生命・財産と北海道の社会経済システムを守る 

2 北海道の強みを活かし、国全体の強靱化に貢献する 

3 北海道の持続的成長を促進する。 
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１ 脆弱性評価の考え方 

 

  大規模自然災害等に対する脆弱性を分析し・評価すること（以下、「脆弱性評価」とい

う。）は、国土強靱化に関する施策を策定し、効果的、効率的に推進していく上で必要不可

欠なプロセスであり（基本法第９条第１項第５号）、国の基本計画においても、脆弱性評価

の結果を踏まえた施策の推進方策が示されています。北海道においても、北海道強靱化に

関する施策の推進に必要な事項を明らかにするため、国が実施した評価手法等を参考に脆

弱性評価を実施していることから、本町においても本計画に掲げる遠別町強靱化に関する

施策の推進に必要な事項を明らかにするため、前記の評価手法を参考に、以下のとおり脆

弱性評価を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅲ 脆弱性の評価 

１ リスクシナリオ設定 

３ 施策プログラム策定 

脆弱性評価 

 

遠別町現状 

ソフト施策 遠別町現状 

ハード施策 

遠別町現状 

ソフト・ 

ハード施策 

起きてならない最悪の事態 

・７つのカテゴリー 

・２１のリスク 

ハザードマップ作成 

防災訓練の実施など 施設の耐震化 

避難経路の整備など 

業務継続計画策定 

及び施設老朽化対策 ２  

現状の対応力 

弱点の洗い出し 

１  

２  

３  

リスクシナリオ「起きてはならない最悪の事態」の設定 

リスクシナリオ毎に関連する現行施策の推進状況や課題を整理 

【 脆 弱 性 評 価 】 

推進すベき施策プログラムの策定 
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２ リスクシナリオ「起きてはならない最悪の事態」の設定 

 

  本町におけるリスクシナリオの設定においては、北海道強靱化計画において設定されて

いる７つのカテゴリーと２１のリスクを基準とし、地域の特性を考慮して以下のとおり設

定します。 

 

 

＊＊＊ リスクシナリオ「起きてはならない最悪の事態」 ＊＊＊ 

 

カテゴリー 起きてはならない最悪の事態 

１ 人命の保護 

1-1 
地震等による建築物等の大規模倒壊や火災に伴う死

傷者の発生 

1-2 土砂災害による死傷者の発生 

1-3 大規模津波等による死傷者の発生 

1-4 突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水 

1-5 
暴風雪及び豪雪による交通途絶等に伴う死傷者の発

生 

1-6 
積雪寒冷を想定した避難体制等の未整備による被害

の拡大 

1-7 情報収集・伝達の不備・途絶等による死傷者の拡大 

２ 
救助・救急活動等の

迅速な実施 

2-1 
被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わ

る物資・エネルギー供給の長期停止 

2-2 
消防、警察、自衛隊等の被災等による救助・救急活動

の停滞 

2-3 被災地における保健・医療・福祉機能等の麻痺 

３ 行政機能の確保 3-1 町内における行政機能の大幅な低下 

４ ライフラインの確保 

4-1 長期的又は広範囲なエネルギー供給の停止 

4-2 食料の安定供給の低下 

4-3 上下水道等の長期間にわたる機能停止 

4-4 
町外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能

停止 

５ 経済活動の機能維持 
5-1 

長期的又は広範囲なサプライチェーンの寸断や中枢

機能の麻痺等による企業活動等の停滞 

5-2 物流機能等の大幅な低下 

６ 二次災害の抑制 
6-1 ため池の機能不全による二次災害の発生 

6-2 農地、森林等の被害による国土の荒廃 

７ 迅速な復旧・復興等 

7-1 
災害廃棄物の処理や仮設住宅の整備等の停滞等によ

る復旧・復興の大幅な遅れ 

7-2 
復旧・復興等を担う人材の絶対的不足や地域コミュニ

ティの崩壊 
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３ 評価の実施手順 

 

  前項で設定した２１のリスクシナリオ「起きてはならない最悪の事態」と第６期遠別町

総合計画の基本計画分野ごとマトリクスを（※１）形成し、個々のリスクシナリオに対す

る本町の施策の対応状況を「見える化」します。 

  それぞれのリスクシナリオを回避するための施策群を各課横断的な「プログラム（※２）」

として整理し、次に、プログラムごと及び個別施策分野ごとに脆弱性を分析・評価します。

この分析・評価には、国、北海道、民間事業者など本町以外が実施主体となる取組も含み

ます。 

  評価にあたっては、プログラムの進捗を定量的に把握するために「現状値」を参考指標

として設定することとします。 

 
  ※１ マトリクス 

数字で用いる行列のように、縦と横に複数の項目で展開して分析する手法。行と列が交わるところが要素とな

り、脆弱性評価の際に使用する手法となる。 

  ※２ プログラム 

     それぞれのリスクシナリオを回避するための施策の集まりを横断的に整理したもの。 

 

 

４ 評価結果 

 

  脆弱性評価の結果は別表「遠別町脆弱性評価結果」のとおりです。また、７つのカテゴ

リーごとに取りまとめた評価結果の概要は以下のとおりです。 

 

カテゴリー１ 「人命の保護」に関する評価【概要】  

 

 公共施設をはじめとした社会インフラの老朽化や耐震化などハード面の対策については、

個別施設計画による計画的な維持・改修や施設の複合化を図る必要がある。 

 また、警戒区域の指定やハザードマップの作成、避難計画、防災訓練などソフト面の対策

については、関係機関が連携し体制の不十分な地域への調査や迅速な情報共有の実施などの

体制強化を図る必要がある。 

 災害時の迅速な避難誘導及び的確な避難所対応を図るため、寒冷地を考慮した物資の備蓄

や一時滞在者及び住民に対する多様な情報伝達手段、また、外国人に対する情報伝達体制の

確保を図る必要がある。 

 

 

カテゴリー２ 「救助・救急活動等の迅速な実施」に関する評価【概要】  

 

災害時の応急対策に必要な分野において、行政機関や民間企業、関係団体と災害時協定を

締結しているが、対象業務の拡大や協定内容の見直しなど、連携体制の強化を図る必要があ

る。 

また、消防、警察、自衛隊等との連携や災害時の救護所の医療体制についてもソフト・ハ

ード両面での体制整備を推進する必要がある。 
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カテゴリー３ 「行政機能の確保」に関する評価【概要】  

 

 災害対策本部となる役場庁舎について、行政機能確保のために耐震化・老朽化対策の実施

や業務継続のためのＩＴ部門を含めた業務継続計画の作成や、北海道や他市町村との応援・

受援体制の整備・強化を図る必要がある。 

 

 

カテゴリー４ 「ライフラインの確保」に関する評価【概要】  

 

 食料やエネルギーの安定供給に関しては、担い手対策を含めた一次産業の基盤整備を図る

必要があるほか、エネルギー対策に関しては、日本海沿岸のポテンシャルを活かした再生可

能エネルギーの導入や非常用電源設備などの電力基盤の整備を推進する必要がある。 

 上下水道等については、災害時においても必要な機能が維持されるよう計画的な維持管理

と業務継続計画による防災対策の整備を図る必要がある。 

 災害時において広域交通の分断を回避し、移動の代替性を確保するためには橋梁を含む道

路施設の計画的な維持管理のほか、高規格幹線道路と中心市街地をつなぐアクセス道路の整

備や緊急輸送道路、避難路等のネットワーク化を北海道と連携して推進する必要がある。 

 

 

カテゴリー５ 「経済活動の機能維持」に関する評価【概要】  

 

災害時における企業リスクの分散化の観点から、本社機能や生産拠点等の誘致を北海道と

連携して推進する必要がある。 

また、被災後の企業の早期復旧と経営安定化及び業務継続体制に整備を図るため、金融支

援等のセーフティネット策の周知を推進するとともに、業務継続計画や業務継続力強化支援

計画の策定を促進する必要がある。 

 

 

カテゴリー６ 「二次災害の抑制」に関する評価【概要】  

 

 ため池の決壊などの二次災害を防止するため、ため池の点検・診断を実施するとともに、

所在や管理状況を把握する必要がある。 

 また、大災害等に起因する森林の荒廃は、国土強靱化に大きな影響を与える問題となり得

るため、計画的な造林、間伐等の森林整備や林道等の路網整備を推進する必要がある。 

 

 

カテゴリー７ 「迅速な復旧・復興等」に関する評価【概要】  

 

 災害からの迅速な復旧・復興を行うため、災害廃棄物の処理方法や仮設住宅の設置体制整

備、また平時からの地域コミュニティの活性化、復旧・復興を担う行政職員のスキル向上や

建設業との連携を推進するとともに、広域的な視点での応援体制を整備する必要がある。 
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別表 遠別町脆弱性評価結果【参考資料】 
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１．人命の保護 

指 標 「 現 状 値 」 

 

 

 

 

 1-1  地震等による建築物等の大規模倒壊や火災に伴う死傷者の発生 

【1-1-1】住宅・建物等の耐震化 

 ○ 公共施設及び民間住宅等の耐震については、法改正により一定規模の建築物に対する耐震診

断が義務づけられたことなども踏まえ、国の支援制度等を有効活用し、促進を図る必要がある。 

 ○ 社会福祉施設、体育施設や学校施設など不特定多数が集まる施設においては、災害時には避

難所や救護施設として利用されることから、より一層耐震化を推進する必要がある。 

 

【1-1-2】建築物等の老朽化対策 

 ○ 公共建築物の老朽化対策については、維持管理や保守、更新等の必要な取組を進めているが、

今後更新時期を迎える建築物については、「個別施設計画」に沿った維持管理又は複合・廃止

を実施する必要がある。 

 ○ 公営住宅については、「遠別町公営住宅等長寿命化計画」に基づき維持・建替・廃止を実施す

る必要がある。 

 

【1-1-3】避難場所の指定・整備 

 ○ 指定避難場所について、避難期間や災害種別に対応した適切な避難体制の整備及び高齢者

や障がい者等の要配慮者の安全確保のために必要な整備を図る必要がある。 

 ○ 災害時の避難場所として活用される公共施設等や公園、集会所について、災害用資機

（器）材の整備や建物の耐震改修なども含め、引き続き地域の実情に応じた整備を促進する

必要がある。 

 

【1-1-4】緊急輸送道路等の整備 

 ○ 救急救護活動等に必要な緊急輸送道路や避難経路について、国、北海道及び市町村と連携

を図り、整備を推進する必要がある。また、被災時には避難や救護を円滑かつ迅速に行うた

めに、緊急輸送道路等の沿道建築物の耐震化を合わせて推進する必要がある。 

 

【1-1-5】火災予防・防火意識の啓発 

 ○ 火災の未然防止や被害軽減を図るため、引き続き関係機関との連携を強化し、火災予防・

防火に関する啓発活動や危険物施設の安全確保などの取組を推進する必要がある。 

 ○ 地震・津波による被害軽減施策を進めるため、被害想定調査を実施し、調査結果を踏まえ

た減災目標の策定について早急に検討する必要がある。 

 

 

・公共施設耐震化率        ９３％(R1) 

・個別施設計画策定率      １００％(R1) 

・空き家等対策計画        未策定(R1) 

・住宅等火災報知器設置率     ８４％(R1)（公共及び民間） 

・指定緊急避難場所        ４箇所(R1) 指定避難所   ５箇所(R1) 

・公営住宅等長寿命化計画     策定済(H24) 

 

脆 弱 性 評 価 
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１．人命の保護 

指 標 「 現 状 値 」 

 

 

 

 

 1-2  土砂災害による死傷者の発生 

【1-2-1】警戒避難体制の整備 

 ○ 土砂災害警戒区域の指定状況は７箇所、うち土砂災害特別警戒区域が３箇所である。北海道

と連携して必要な調査を行うとともに、危険箇所が判明した場合は区域の指定を推進する必要

がある。また、ハザードマップ更新など警戒避難体制の整備を促進する必要がある。 

  

【1-2-2】砂防設備の整備 

 ○ 北海道において、土砂災害の恐れがある箇所を対象に順次、砂防設備や急傾斜地崩壊防止施

設等の整備を進めているが、現状では、未整備箇所が数多く残されている。北海道との連携を

図りながら必要な調査協力を行い、砂防設備等の整備を促進する必要がある。 

 

 

・土砂災害指定区域数     ７箇所(R1) 

・土砂災害特別警戒区域    ３箇所(R1) 

・土石流危険区域数      ０箇所(R1) 

・地すべり等危険区域数    ４箇所(R1) 

・防災マップ作成       作成済 ２，０００部(R1) 

 

 

脆 弱 性 評 価 
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１．人命の保護 

指 標 「 現 状 値 」 

 

 

 

 

 1-3  大規模津波等による死傷者の発生 

【1-3-1】津波避難体制の整備 

 ○ 令和元年度に防災マップを作成し、全世帯に配布済であるが、今後新たな津波浸水想定や津

波災害警戒区域の設定がされるなどの情勢の変化に応じ、防災マップの見直しをはじめ避難体

制の再整備を行う必要がある。 

  

【1-3-2】海岸保全施設等の整備 

 ○ 北海道は、長大な海岸延長を有する等の実情から、全国の海岸保全施設の整備率を下回って

いる状況にある。また、海岸保全施設の中には、築造後相当の年月が経過し老朽化した施設が

多く、施設の長寿命化の取組を進め、適切な維持管理や更新等を行うことが求められる。今後、

北海道と連携して計画的な整備を促進する必要がある。 

 

 

・津波避難計画策定     策定済(H26) 

・防災マップ作成      作成済 ２，０００部(R1) 

 

 

脆 弱 性 評 価 
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１．人命の保護 

指 標 「 現 状 値 」 

 

 

 

 

 1-4  突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水 

【1-4-1】洪水・内水防災マップの作成 

 ○ 令和元年に防災マップを作成し全世帯に配布済であるが、遠別川、ウツツ川、オタコシベツ

川流域における避難体制の整備や、住民の防災意識の向上と自主防災避難体制整備の促進を図

る必要がある。 

  

【1-4-2】河川改修等の治水対策 

 ○ 管理河川において、洪水を安全に流下させるための河道の掘削、築堤、放水路の整備、洪水

を一時的に貯留するダムや遊水池の整備などの治水対策を行ってきたが、進捗途上であり、近

年浸水被害を受けた河川や市街地を流れる河川等の改修に重点化するなど、今後一層の効果

的、効率的な整備を進める必要がある。 

○ ゲリラ豪雨などの大雨による内水浸水被害を軽減するため、排水ポンプや雨水管渠などの計

画的な更新を進める必要がある。 

 

【1-4-3】河川管理施設の老朽化対策 

 ○ 樋門、樋管、ダム、排水機場等の河川管理施設については、計画的な老朽化対策や施設の適

切な維持管理が求められている。 

 

 

 

・防災マップ作成   作成済 ２，０００部(R1) 

 

 

脆 弱 性 評 価 
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１．人命の保護 

指 標 「 現 状 値 」 

 

 

 

 

 1-5  暴風雪及び豪雪による交通途絶等に伴う死傷者の発生 

【1-5-1】暴風雪等における道路管理体制 

 ○ 各道路管理者（国・北海道・遠別町）の連携による定期的なパトロールを実施し、暴風雪時

には交通障害の発生や通行止めなど迅速な情報共有体制及び住民への情報伝達体制を整備す

る必要がある。 

  

【1-5-2】防雪施設の整備 

 ○ 道路防災総点検を踏まえた要対策箇所を中心に、防雪柵や雪崩予防柵など必要な防雪施設の

整備を重点的に進めているが、必要箇所への対策は進捗途上にあるとともに、今後、気象条件

の変化により新たな対策が必要な箇所が生じる可能性もあることから、今後一層の効果的な整

備を進めていく必要がある。 

 

【1-5-3】除雪体制の確保 

 ○ 管理道路の除排雪事業を進めるほか、豪雪等の異常気象時においては、各管理者（国・北海

道・遠別町）による情報共有や相互連携を強化するなど、円滑な除雪体制の確保に努めている

が、各管理者における財政事情、除雪作業を請け負う事業者の経営環境の悪化、除雪機械の老

朽化など、安定的な除雪体制を確保する上で多くの課題を抱えており、それらの課題を踏まえ

た総合的な対策が必要である。 

 

 

 

・除雪車両台数     ９台(R1) 
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１．人命の保護 

指 標 「 現 状 値 」 

 

 

 

 

 1-6  積雪寒冷を想定した避難体制等の未整備による被害の拡大 

【1-6-1】冬季も含めた帰宅困難者対策 

 ○ 暴風雪による視界不良での多数の帰宅困難者が発生するほか、積雪・低温など北海道の冬の

厳しい自然条件を踏まえ、地域における移動困難者対策が必要であり、一時待避所の確保とそ

の周知・啓発など、冬季を含めた帰宅困難者の避難対策の取組を進める必要がある。 

  

【1-6-2】積雪寒冷を想定した避難所対策 

 ○ 積雪や低温など北海道の冬の厳しい自然条件を踏まえ、暖房器具の備蓄整備など避難所にお

ける防寒対策に取り組む必要がある。 

 

 

・防災備蓄計画策定    策定済(H26) 

・毛布備蓄枚数      ８４０枚(R1) 

・ポータブルストーブ    ３６台(R1) 

・発電機          １２機(R1) 
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１．人命の保護 

 

 

 

 

 1-7  情報収集・伝達の不備・途絶等による死傷者の拡大（１/２） 

【1-7-1】関係行政機関相互の連絡体制の整備及び情報共有化 

 ○ 北海道防災情報システムの運用により北海道と密に情報共有を図り、防災気象情報や避難情

報などの災害情報を住民等へ伝達しているが、今後、より迅速で確実な情報伝達を行うために、

災害通信訓練等によりシステム運用をはじめとした業務習熟を図る必要がある。 

  

【1-７-2】自主防災組織の結成 

 ○ 自主防災組織の結成率は１００％であり、災害時の円滑な情報伝達及び地域防災力の向上と

地域住民等による「共助」の浸透を図るため、地域防災マスター制度等を活用し、自主防災組

織の強化を図る必要がある。 

 

【1-７-3】住民への情報伝達体制強化 

 ○ 災害時における住民安否情報の確認のため、国民保護法に基づく安否情報システムの有効活

用も含め、災害時の安否情報を効果的に収集・提供するための体制を構築する必要がある。 

 ○ 住民等への災害情報の伝達に必要な防災行政無線や緊急速報メールなどの計画的な更新・整

備を促進するとともに「Ｌアラート（災害情報共有コモンズ）」の適切な運用など、多様な方法

による災害情報の伝達体制を整備する必要がある。 

 ○ テレビやラジオなど既存メディアの中断や携帯電話の輻輳時においても、住民等へ防災情報

を確実に伝達するため、避難所等に公衆無線ＬＡＮ機能を整備するなど、市街地及びへき地に

おける耐災害性を向上する通信インフラを整備する必要がある。また、災害情報の提供に有効

なテレビやラジオについては、その機能を確保するため、共聴施設の計画的な維持管理などテ

レビやラジオの難視聴対策を推進する必要がある。 

 ○ 災害発生時において、観光客の安全を確保し、適切に保護するため、迅速かつ正確な情報提

供や避難誘導など「道の駅」を中心として、災害から観光客を守る受入体制の整備が必要であ

る。特に、外国人観光客については、災害情報の伝達手段が十分に整備されていない状況にあ

り、本町を訪れる多数の外国人観光客の安全・安心を確保するためにも、国が策定した指針等

に沿って北海道と連携し、外国人向け災害情報の伝達体制を整備する必要がある。 

 ○ 災害発生時の避難等に支援を要する要介護高齢者や障がい者などに対する避難誘導などの

個別避難計画の策定を推進する必要がある。 

 

【1-7-4】防災教育の推進 

 ○ 町内会等への出前講座等を実施するなど、地域全体での「自助」、「共助」、「公助」による防

災意識のより一層の浸透を図る必要がある。 

 ○ 学校教育においては、防災教育啓発資料の配付や体験型防災教育などを通じ、学校関係者及

び児童生徒の防災意識の向上に向けた取組を進めているが、今後、地域・学校の実情に応じた

実践的な避難訓練の実施など、効果的な取組を行う必要がある。 
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１．人命の保護 

指 標 「 現 状 値 」 

 

 

 

 

 1-7  情報収集・伝達の不備・途絶等による死傷者の拡大（２/２） 

【1-7-5】災害時における行政機関相互の通信手段の確保 

 ○ 災害時の行政間の通信回線を確保するため、北海道の行政機関を結ぶ総合行政情報ネットワ

ークについて、通信基盤の計画的な更新と災害時の通信体制を確保する必要がある。 

○ 被災による有線系統（有線電話や携帯電話など）の通信不能時においても、情報伝達が可能

となるよう、行政機関における地域の電波特性を考慮した通信機器の整備を推進する必要があ

る。 

 

 

 

・自主防災組織結成率          １００％(R1) 

・公衆用Wi-Fi設置率（指定避難所）    ６０％(R1) 

・町避難訓練の実施             １回(H29) 

・個別避難計画              未策定(R1) 

・町内通信インフラ整備率        １００％(R1) 

・災害防災訓練実施（学校）       ０回／年(R1) 
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２．救助・救急活動等の迅速な実施 

指 標 「 現 状 値 」 

 

 

 

 

 2-1  被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の長期停止 

【2-1-1】支援物資の供給等に係る連携体制整備 

 ○ 物資供給をはじめ医療、救助・救援、帰宅支援など災害時の応急対策に必要な各分野におい

て、北海道や民間企業・団体等と災害時協定を締結しているが、これらの協定の効率的な活用

を推進するためにも、対象業務の拡大や協定内容の見直しを適宜行い、防災訓練など平時の活

動を活発に行う必要がある。 

○ 大規模な災害の発生に備え、復旧活動の展開拠点や救援物資の輸送の中継拠点といった機能

を持つ地域防災拠点について、大規模災害における被害想定などを踏まえ、施設の役割や設置

場所、既存公有施設の活用など施設整備のあり方や広域防災拠点との連携など、北海道や関係

機関と連携の下、多角的に検討する必要がある。 

○ 社会福祉協議会を中心とした関係機関と連携し、ボランティア等の受入体制の整備とボラン

ティア支援をコーディネートする人材の育成を促進するとともに、災害時における円滑なボラ

ンティア受入窓口の設置及び活動環境の整備を図る必要がある。 

 

【2-1-2】非常用物資の備蓄促進 

 ○ 地域間連携による応急物資等の迅速な調達を図るため、「遠別町防災備蓄計画」に基づき行

政備蓄・調達体制を強化するとともに、広域での応援体制の整備を推進する必要がある。 

○ 家庭や企業等においては、被害想定や冬期間の対応なども想定し、３日分の備蓄が奨励され

ていることから、自発的な備蓄を促進するため、北海道と連携して家庭内備蓄の意義や必要性

についての啓発活動に取り組む必要がある。 

 

 

 

 

・災害時協定締結件数      １２件(R1) 

・防災備蓄計画策定       策定済(H26) 

・食料備蓄数       ４，８８０食(R1) 
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２．救助・救急活動等の迅速な実施 

指 標 「 現 状 値 」 

 

 

 

 

 2-2  消防、警察、自衛隊等の被災等による救助、救急活動の停滞 

【2-2-1】合同訓練など関係行政機関の連絡体制整備 

 ○ 防災関係機関で構成する「遠別町防災会議」を中心に、遠別町防災計画の推進や防災訓練の

実施など関係行政機関の連携を図っており、今後も消防、警察、自衛隊など関係機関相互の連

携体制を強化し、災害対応の実効性を高めていく必要がある。 

 

【2-2-2】自衛隊体制の維持・拡充 

 ○ 東日本大震災時には、陸上自衛隊北部方面隊から最大１万３千人（延べ８３万人）の人員が

被災地に派遣されるなど、被災地支援に大きな役割を担ったところであり、今後の北海道内外

における大規模自然災害に備え、北海道の自衛隊が果たしうる役割や訓練環境に優れた地理的

特性等を踏まえ、北海道内各地域に配備されている部隊、装備、人員の確保など、北海道と連

携して自衛隊体制の維持・拡充を図る必要がある。 

 

【2-2-3】緊急活動等に不可欠な情報基盤・資機（器）材の整備 

○ 消防の災害対応能力強化のため災害用資機（器）材の新規購入、整備を図る必要がある。加

えて消防団の装備の充実や団員の増員を促進する必要がある。 

 

 

 

 

・合同防災訓練の実施     ０回／年(R1)  

・消防団団員数         ６３人(R1) 
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２．救助・救急活動等の迅速な実施 

指 標 「 現 状 値 」 

 

 

 

 

 2-3  救助・救急活動等の迅速な実施 

【2-3-1】病院の機能強化と災害時連携 

 ○ 災害時は救護所となる遠別町立国保病院の自家発電設備及び応急用医療資機（器）材につい

て適正な維持管理を実施するとともに、医療機器の計画的な更新を実施し、安定的な医療体制

を確保する必要がある。 

 

【2-3-2】避難所等における生活環境の改善及び健康への配慮 

 ○ 避難所における良好な生活環境を確保するため、健康面に配慮した食事の提供や生活環境の

改善に必要な備品等の整備を推進するとともに、トイレ環境の向上を図る必要がある。 

 

【2-3-3】災害時における福祉的支援 

○ 社会福祉協議会、民生委員など福祉関係者や地域の自主防災組織との連携を図り、地域の高

齢者や障がい者等の要配慮者を把握し、要配慮者家族への自助・共助の啓発、緊急連絡体制及

び避難誘導等の防災体制を整備する必要がある。また、福祉避難所における災害用資機（器）

材や物資の整備及び要配慮者への相談助言体制のより一層の推進を図る必要がある。 

○ 幼児センターや小中学校との連携を図り、幼児・児童・生徒の状況を把握し、緊急連絡体制

や避難誘導等の防災体制を整備する必要がある。福祉避難所における災害用資機（器）材や物

資の整備をより一層図る必要がある。 

 

【2-3-4】防疫対策 

 ○ 災害発生時において速やかな感染症予防対策が重要であり、また、災害時における感染症の

発生やまん延を防止するため、平時から定期の予防接種を対象者が適切に受けることができる

体制を継続するとともに、避難所等における衛生管理に取り組む必要がある。 

 ○ 被災者への効率的な健康管理を実施するため、平時から健康増進に対する取組の推進や、定

期的な健康状態の把握体制を整備する必要がある。 

 

 

 

・町立病院              １箇所(R1) 

・要援護者台帳整備          未整備(R1) 

・乳幼児・児童・生徒台帳整備     未整備(R1) 

・災害時連絡体制（民生委員）     整備済(R1) 

・自主防災組織結成率        １００％(R1) 

・予防接種率（定期：乳幼児）    １００％(R1) 

・予防接種率（定期：高齢者）     ５２％(R1)（肺炎球菌・インフル（B類）） 

・特定健診受診率           ３５％(R1) 
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３．行政機能の確保 

指 標 「 現 状 値 」 

 

 

 

 

 3-1  町内における行政機能の大幅な低下 

【3-1-1】災害対策本部機能の強化 

 ○ 災害対策本部となる役場庁舎については、災害時の機能確保・維持を図るため、職員の招集

体制や関係機関との連絡体制を計画的に整備する必要がある。 

 

【3-1-2】業務継続体制の整備 

 ○ 遠別町地域防災計画において、災害発生時における災害対策本部の体制などの整備がなされ

ているが、行政業務全体しての継続体制は整備されていないため、業務継続計画などの体制整

備を推進する必要がある。 

 

【3-1-3】広域応援・受援体制の整備 

○ 大規模災害が発生した場合の災害応急体制の確保を図るため、北海道と他市町村との応援・

受援体制の構築を図る必要がある。 

 

【3-1-4】ＩＴ関係業務継続体制の整備 

 ○ 大規模災害時においても、行政業務を継続する上で重要な役割を果たす情報システムの機能

を維持・継続するために、システムに係るサーバーのデータセンターへの移設など「ＩＴ部門

における業務継続計画」の策定を推進し、計画的に進める必要がある。 

 

 

・職員初動マニュアル作成   策定済 随時更新 

・業務継続計画        未策定(R1) →  策定(R6) 

・業務継続計画（ＩＴ）    未策定(R1) →  策定(R6) 

・職員災害時派遣        ０人(R1) →  ３人(R6累計) 

・役場庁舎耐震化       整備済 
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４．ライフラインの確保 

指 標 「 現 状 値 」 

 

 

 

 

 4-1  長期的又は広範囲なエネルギー供給の停止 

【4-1-1】再生可能エネルギーの導入拡大 

 ○ 日本海沿岸における再生可能エネルギーのポテンシャルを踏まえ、北海道が設定する再生可

能エネルギー導入目標の実現に向け連携を強化し、エネルギーの地産地消など関連施策の推進

を図る必要がある。 

 

【4-1-2】電力基盤の整備 

 ○ 被災による停電時における電力供給機能を確保するため、公共施設や避難所等への非常用電

源設備や分散型電源を整備する必要がある。 

 

【4-1-3】地域の特性を活かしたエネルギー資源の活用 

○ 日本海沿岸における環境的特性を活かした再生可能エネルギーの導入の取組と、北海道と連

携してエネルギー構成の多様化の推進を図る必要がある。 

 

【4-1-4】避難所への石油燃料供給の確保 

 ○ 災害時において緊急車両や避難所等への石油燃料の安定供給を確保するため、留萌地方石油

業協同組合との連携を図りながら、石油販売事業者との間で災害時連絡体制を整備し、効果的

な運用を図る必要がある。 

 

 

・災害時協定締結               締結済(H21) 

・災害時連絡体制整備（石油燃料）       未整備(R1) 

・公共施設における再生可能エネルギーの導入  ０施設(R1) 
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４．ライフラインの確保 

指 標 「 現 状 値 」 

 

 

 

 

 4-2  食料の安定供給の停滞 

【4-2-1】食料生産基盤の整備 

 ○ 北海道の農水産業は高い食料供給力を持っており、大規模被害により生産基盤が打撃を受け

た場合は、全国の食料需給に影響を及ぼすことが危惧される。本町における農水産業において

も、食料供給を安定的に行うという重要な役割を担っていることから、平時はもとより、大規

模災害に備え、農地や農業水利施設、漁港施設等の生産基盤の防災・減災対策の整備を推進す

る必要がある。 

 

【4-2-2】農水産業の体質強化 

 ○ 北海道の農水産業は厳しい経営環境の中、担い手不足などの大きな課題を抱えている。本町

においても例外にはなく、経営安定対策や担い手の育成・確保など、農水産業の持続的な発展

に繋がる取組を効果的に推進する必要がある。 

 

【4-2-3】町産食料品の販路拡大 

○ 災害時において食料の供給を安定的に行うためには、平時においても販路の開拓、拡大等に

より、一定の生産量を確保していくことが必要であり、食の高付加価値化などによる農水産物

の輸出拡大に取り組むなど、北海道と連携して生産、加工、流通が一体となった取組を推進す

る必要がある。 

 

【4-2-4】町産農水産物の産地備蓄の推進 

 ○ 国では、不作時等の緊急に備えるため、米などの主要穀物の備蓄を行っているが、災害時に

は米以外の農産物の供給も課題となることから、こうした事態に備え、雪氷冷熱時を利用した

農水産物の長期貯蔵など、農水産物の円滑な供給に資する取組を進める必要がある。 

 

 

・農家戸数        ９６戸(R1)  

・漁家戸数        ２３戸(R1)  

・農業法人数      １２法人(R1)  

・新規就農者数       ２戸(R1)  

・６次産業化数       0件(R1)  
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４．ライフラインの確保 

指 標 「 現 状 値 」 

 

 

 

 

 4-3  上下水道等の長期間にわたる機能停止 

【4-3-1】水道施設の耐震化、老朽化対策 

 ○ 災害時においても給水機能を確保するため、計画的な水道施設の耐震化及び老朽化対策を推

進する必要がある。また、今後、更新期を迎える施設については、今後の水需要などを考慮し

た施設の更新や維持管理などの老朽化対策を推進する必要がある。 

 

【4-3-2】水道施設の防災機能強化 

 ○ 水道施設が被災した場合に備え、水道事業者において緊急時の給水拠点の確保を図るため、

配水池や緊急遮断弁、送水管・配水管の耐災害性の向上や、水道事業者における応急給水体制

の整備を進め、防災機能の強化を図る必要がある。 

 

【4-3-3】下水道施設の耐震化、老朽化対策 

○ 地震時における下水道機能の確保のため、下水道施設耐震化を推進する必要がある。また、

施設の改築・更新など計画的な維持管理を行うためにストックマネジメント計画の推進を図る

必要がある。 

○ 浄化槽について、老朽化した単独浄化槽から災害に強い合併浄化槽への転換を促進する必要

がある。 

 

【4-3-4】下水道業務継続計画の策定 

 ○ 下水道事業について災害時の業務継続体制の整備を図るため、下水道施設業務継続計画等を

活用しながら計画的な整備を推進していく必要がある。 

 

 

・水道配水管等更新計画      ０戸(R1) 

・下水道施設の長寿命化計画   策定済(H25) 

・ストックマネジメント計画   策定済(R1) 

・合併浄化槽普及率       ５７％(R1 

・下水道業務継続計画策定    策定済(H28) 

 

脆 弱 性 評 価 
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４．ライフラインの確保 

指 標 「 現 状 値 」 

 

 

 

 

 4-4  町外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止 

【4-4-1】高規格幹線道路を軸とした道路ネットワークの整備 

 ○ 災害時に、被災地からの避難や被災地への物資供給、救援救急活動などを迅速に行うために

は、広域交通の分断を回避し、防災拠点間を結ぶ移動の代替性を確保することが重要であり、

高規格幹線道路と中心市街地をつなぐアクセス道路のほか、緊急輸送道路、避難路等のネット

ワーク化を北海道と連携して推進する必要がある。 

 

【4-4-2】道と施設の防災対策、耐震化・老朽化対策 

 ○ 橋梁をはじめとした道路施設の老朽化対策については、「遠別町橋梁長寿命化修繕計画書」

に基づき、計画的な整備を推進するとともに、その他の各道路施設についても、計画的な更新

を含めた適切な維持管理を実施する必要がある。 

 

【4-4-3】航空ネットワークの維持・拡充 

○ 広域分散型の北海道では、人員の移動や物資の輸送において、航空路線は欠くことのできな

い重要な役割の一つであるため、北海道と連携して航空ネットワークを構成する各航空路線の

維持・拡充を推進する必要がある。 

 

 

 

 

・橋梁改修数        ５橋(R1) 

・道路管理台帳整備   アナログ(R1) 

・道路橋の定期点検     １回(R1)（７７橋中７６橋） 

              ２回(R1)（７７橋中 １橋） 

・橋梁長寿命化計画   策定済(H24) 

 

脆 弱 性 評 価 
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５．経済活動の機能維持 

指 標 「 現 状 値 」 

 

 

 

 

 5-1  長期的又は広範囲なサプライチェーンの寸断や中枢機能の麻痺等による企業活動の停滞 

【5-1-1】本社機能や生産拠点の立地 

 ○ 東日本大震災以降、企業においては首都圏等に立地する本社機能の移転やサプライチェーン

の多重化・分散化の動きが活発化しており、こうした潮流を踏まえ、リスク分散に適した北海

道の優位性を活かし、オフィスや生産拠点の北海道への立地を促進するための取組を連携し強

化する必要がある。 

 

【5-1-2】企業における業務継続体制の強化 

 ○ 中小企業の業務継続計画の策定を促進するため、国と北海道と連携して、共通ガイドライン

や各業種・業態に合わせた策定マニュアルについて普及啓発を図るとともに、計画策定を希望

する企業に対してはその策定を支援する必要がある。 

 

【5-1-3】被災企業等への金融支援 

○ 国や北海道では、災害に伴う経済環境の急変等により影響を受けた中小企業者等の事業の早

期復旧と経営の安定を図るための金融支援を実施しており、本町においてはこうしたセーフテ

ィネット策を周知するとともに、国と北海道と連携して、被災後の支援のみならず、災害に対

する事前の備えに向けた取組への支援についても検討する必要がある。 

 

 

 

・企業誘致件数            ０件(R1) 

・企業への業務継続計画策定支援   ０企業(R1) 

・業務継続力強化支援計画      未策定(R1) 

 

脆 弱 性 評 価 
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５．経済活動の機能維持 

指 標 「 現 状 値 」 

 

 

 

 

 5-2  物流機能等の大幅な低下 

【5-2-1】港湾の機能強化 

 ○ 災害時において経済活動の継続を確保するための物流拠点として、さらに緊急物資や人員な

どの輸送拠点として重要な役割を担うためには、平時より、ターミナル機能の強化や船舶の大

型化など物流の変化に対応した港湾整備など、港湾の機能強化を推進する必要がある。 

 ○ 災害に備えた港湾の耐震化、液状化対策、老朽化対策など国の事業等を活用しながら計画的

な整備を推進する必要がある。 

 

【5-2-2】陸路における流通経路等の機能強化 

 ○ 災害時においても、集送乳などの陸路における農水産物等の円滑な輸送や物流機能の維持を

図るため、流通経路の道路設備等の効果的な整備を進める必要がある。 

 

 

 

 

 

脆 弱 性 評 価 
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６．二次災害の抑制 

指 標 「 現 状 値 」 

 

 

 

 

 6-1  ため池の機能不全による二次災害の発生 

【6-1-1】ため池の防災対策 

 ○ 大規模地震や豪雨等を起因としたため池の決壊などによる二次災害を防止するため、早急に

未実施箇所の点検・診断を行い、点検結果に基づく対策を推進する必要がある。 

 

 

・農業用ため池届出件数    ８件(R1) 

 

脆 弱 性 評 価 
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６．二次災害の抑制 

指 標 「 現 状 値 」 

 

 

 

 

 6-2  農地、森林等の被害による国土の荒廃 

【6-2-1】森林の整備・保全 

 ○ 本町の森林面積は総面積の８７％を占めており、大災害等に起因する森林の荒廃、地域強靱

化に大きな影響を与える問題となり得る。このため、大雨や地震等の災害時における土石・土

砂の流出や表層崩壊など山地災害を防止するため、森林の多面的機能の持続的な発揮に向け、

造林、間伐等の森林整備や林道等の路網整備を「遠別町森林整備計画」に基づき計画的に推進

する必要がある。 

 ○ 災害時における森林の多面的機能の継続的な発揮を図るため、エゾシカなど野生鳥獣による

森林被害の防止対策を推進する必要がある。 

 

【6-2-2】農地・農業水利施設等の保全管理 

 ○ 農地が持つ保全効果や土壌流出の防止効果など国土保全機能を維持するため、地域コミュニ

ティ等による農地・農業水利施設等の地域資源の適正な保全管理を推進する必要がある。 

 

 

 

 

・無立木地        ３９７ha(R1) 

・森林経営計画認定率    ８５％(R1) 

 

 

脆 弱 性 評 価 
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７．迅速な復旧・復興等 

指 標 「 現 状 値 」 

 

 

 

 

 7-1  災害廃棄物の処理や仮設住宅の整備等の停滞による復旧・復興の大幅な遅れ 

【7-1-1】災害廃棄物処理体制の整備 

 ○ 早期復旧・復興の妨げとなる大量の災害廃棄物を迅速に処理するため、災害廃棄物処理計画

を見直し、被災側と支援側の両面から災害廃棄物の処理に関する体制を整備する必要がある。 

 

【7-1-2】地籍調査の実施 

 ○ 災害後の復旧・復興を円滑に進めるためには、地籍調査等により土地境界を明確にしておく

ことが重要となることから、調査等の推進を図る必要がある。 

 

【7-1-3】仮設住宅等の迅速な確保 

 ○ 被災者の住まいの迅速な確保、生活再建のため、復旧・復興のための土地の確保や住家の被

害認定調査など対象者及び対象箇所の迅速かつ適切な選定体制を整備する必要がある。 

 

 

・災害廃棄物処理計画策定    未策定(R1) 

・地籍調査進捗率       １００％(R1) 

 

 

脆 弱 性 評 価 
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７．迅速な復旧・復興等 

指 標 「 現 状 値 」 

 

 

 

 

 7-2  復旧・復興等を担う人材の絶対的不足や地域コミュニティの崩壊 

【7-2-1】災害対策に不可欠な建設業との連携 

 ○ 大規模災害の発生により、行政職員等の人員が極度に不足する場合にあっても、人命救助に

伴う障害物の除去や道路交通の確保などの応急対策が迅速かつ効果的に行われるよう、建設業

とのより一層の連携や専門的技術等の活用を図る必要がある。 

 

【7-2-2】建設業の担い手確保 

 ○ 災害時の復旧・復興はもとより、今後対応が迫られる施設の老朽化対策などを着実に進めて

いくためにも、若年層を中心とした担い手確保に早急に取り組む必要がある。 

 

【7-2-3】技術職員による応援体制 

 ○ 北海道において、道内の被災市町村からの土木技術職員の応援要請に対する「公共土木施設

災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する連絡会議」を設置し、応援の仕組みの整

備や情報伝達に関する訓練などを行っているが、引き続き北海道と連携して、連絡会議の仕組

みを活用した応援体制の強化を図る必要がある。 

 

【7-2-4】地域コミュニティ機能の維持・活性化 

 ○ 人口減少と少子高齢化により、集落機能低下が懸念されるが、集落機能の維持や地域間交流

の促進を図るため、移住・定住の促進や関係人口増加による地域コミュニティの活性化を推進

する必要がある。 

 

【7-2-5】行政職員等の活用促進 

 ○ 人員が不足した場合においても災害復旧・復興業務を円滑に実施するため、行政職員一人一

人の災害対応スキルの向上を推進する必要がある。 

 ○ 管内８市町村との相互応援協定を締結しているが、同時に被災を回避する観点から、広域的

な視点で応援体制を強化する必要がある。 

 

 

 

 

 

・移住交流支援センター利用件数   ４件／年(R1) 

・地域おこし協力隊定住延べ人数     ６人(R1) 

・職員研修実施（防災）        未実施(R1) 

・相互応援協定締結（管外）      未締結(R1) 

・自主防災組織数          ２１組織(R1) 

 

脆 弱 性 評 価 
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１ 施策プログラム策定の考え方 

 

 Ⅲ－４で実施した脆弱性評価の結果を踏まえ、設定したリスクシナリオ「起きてはならな

い最悪の事態」を回避するため、本町のみならず国、北海道、民間それぞれの取組主体が適

切な役割分担と連携のもとで取り組むハード施策（施設整備、耐震化など）・ソフト施策（防

災訓練、ハザードマップ作成など）を７つのカテゴリーと２１のシナリオごとに取りまとめ

ます。 

 

２ 施策プログラムの指標となる目標値の設定 

 

 施策プログラムの進捗を定量的に把握するために「目標値」を設定します。設定にあたっ

ては、Ⅲ－３で設定した「現状値」を起点とし、年度を明記して数値化することとします。 

 なお、本計画に掲載する目標値については、施策推進のための財源措置等が担保されてい

ないことに加え、国や北海道が主体となる施策もあることから、経年的な事業量等を積み上

げた精緻な指標ではなく、施策推進に関わる国、北海道、市町村、民間等の各関係者が共有

する「努力目標」と位置づけます。 

 また、計画策定後の状況変化等に柔軟に対応するため、計画期間中においても、必要に応

じて目標値の見直しや新設を行うこととします。 

 

３ 重点化すべき施策の設定 

 

基本計画においては、国土強靱化を実現する上で重要な４５のプログラムを設定し、その

中から、影響の大きさ等を踏まえつつ１５の重点化すべきプログラムを選定しています。 

北海道強靱化計画においては、基本計画をもとに、北海道の特性等を勘案し、脆弱性評価

を行い、施策プログラムを策定していることから、改めてリスクシナリオにおける重点化は

実施せず、２１の施策プログラムを構成する６０の施策項目について「影響の大きさ」、「施

策の進捗」、「国全体の強靱化への寄与」という視点と「市町村の意向」に基づき、３８の重

点化すべき施策項目を設定しています。 

 本町においては、北海道強靱化計画における施策展開の方向性（Ⅴ－１－３道北地域）を

踏まえながら、「緊急性」、「影響の大きさ」及び「平時の効用」の視点に基づき重点化すべき

施策の設定を行います。 

 重点化する施策については、施策プログラムに      と明記することとします。 

 

４ 施策プログラムの策定 

 

 脆弱性評価において設定した２１の「起きてはならない最悪の事態」ごとに、事態回避に

向け推進する施策プログラムを策定します。策定にあたっては、当該施策プログラムの推進

に関わる取組主体が明確になるよう、施策プログラムの末尾にそれぞれ          

         と明記することとします。 

施策プログラムは複数の「最悪の事態」に対応するものも多くありますが、最も関わりの

ある「最悪の事態」に掲載することとして再掲は行いません。また、施策プログラムの推進

にあたり実施する事業を「推進事業」として記載しています。 

 策定した施策プログラムは次のとおりです。 

Ⅳ 強靱化施策プログラム 

重 点 

      
国    北海道 

遠別町 民 間 
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１．人命の保護 

 

 

 

 

 1-1  地震等による建築物等の大規模倒壊や火災に伴う死傷者の発生（1/2） 

【1-1-1】住宅・建物等の耐震化 

 □ 耐震化が行われていない公共施設の複合化も含め、計画的な耐震化を実施します。

特に役場庁舎については、災害時は対策本部となることから、早急な耐震化を実施し

ます。 

 

 □ 耐震診断が義務づけられたホテルや旅館等の民間の大規模建築物に対し、耐震診断

や改修等に係る勧奨を図り、耐震化を促進します。 

 

 □ 社会福祉施設、体育施設や学校施設など不特定多数が集まる施設について、各施設

管理者等による耐震化を促進します。 

 

 

   

 

 

【1-1-2】建築物等の老朽化対策 

 □ 公共建築物については、「個別施設計画」に基づき計画的な維持管理を行い、更新時

期を迎える公共建築物については、廃止又は複合化を実施します。 

 

 □ 公営住宅については、「遠別町公営住宅等長寿命化計画」に基づき適正な維持・建替・

廃止を実施します。 

 

 □ 民間建築物については、リフォーム助成事業等を活かし、老朽化対策支援を実施し

ます。また、「空き家等対策計画」を策定し、空き家等がもたらす諸問題について住民

意識の涵養を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

施策プログラム 

推進事業 
・公共施設等耐震化事業 

・すぱーく遠別改修事業 

推進事業 

・住宅リフォーム助成事業 

・公共施設等補修事業 

・空き家等対策計画策定事業 

重 点 

重 点 

民 間 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 
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１．人命の保護 

指 標 「 目 標 値 」 

 

 

 

 

 1-1  地震等による建築物等の大規模倒壊や火災に伴う死傷者の発生（2/2） 

【1-1-3】 

 □ 指定緊急避難所の周知や災害用資機（器）材の整備、耐震改修など地域の実情に応

じた防災拠点の整備を推進します。 

 

 □ 高齢者や障がい者等の要配慮者の安全確保のために必要な災害用資機（器）材の整

備及び福祉避難所に関する情報周知を推進します。 

 

 

   

 

 

 

 

【1-1-４】緊急輸送道路等整備の推進 

 □ 救急救援活動等に必要な緊急輸送道路や避難路について、市街地における沿道建築

物の耐震化や道路整備を国と北海道と連携して計画的に推進します。 

 

【1-1-5】火災予防・防火意識の啓発 

 □ 火災の未然防止や防火意識の啓発のため、火災予防・防火に関する啓発活動を実施

します。 

 

 □ 火災被害の軽減を図るため、北留萌消防組合と連携して住宅用火災警報器の設置を

促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・公共施設耐震化率      ９３％(R1)  →  １００％(R6) 

・個別施設計画策定率    １００％(H24) →  １００％(R6) 

・空き家対策計画       未策定(R1)  →  策定予定(R6) 

・住宅等火災報知器設置率   ８４％(R1)  →  １００％(R6)（公共及び民間） 

・指定緊急避難場所      ４箇所(R1)  →   ６箇所(R6) 

・指定避難所         ５箇所(R1)  →   ６箇所(R6) 

・公営住宅等長寿命化計画   策定済(H28) 

 

 

施策プログラム 

推進事業 

・指定避難所・指定緊急避難場所整備事業 

・防災備蓄倉庫整備事業 

・災害用備蓄品整備事業 

・災害用資機（器）材整備事業 

推進事業 
・消防施設設備整備事業 

・消防施設設備更新事業 

重 点 

      
国    北海道 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 
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１．人命の保護 

指 標 「 目 標 値 」 

 

 

 

 

 1-2  土砂災害による死傷者の発生 

【1-2-1】警戒避難体制の整備 

 □ 土砂災害警戒区域近隣住民に周知を行うとともに、危険箇所が判明した場合は、北

海道と連携して区域の指定を推進します。また、防災マップ更新など近隣住民に対し

て警戒避難体制の整備を促進します。 

 

 □ 高齢者や障がい者等の要配慮者の安全確保のために必要な災害用資機（器）材の整

備及び福祉避難所に関する情報周知を推進します。 

 

 

   

 

 

【1-2-2】砂防設備整備の促進 

 □ 土砂災害の恐れがある箇所について随時北海道へ情報提供を行い、砂防設備や急傾

斜地崩壊防止施設等の整備を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・土砂災害警戒区域数    ７区域(R1) → 随時更新(R6) 

・土砂災害特別警戒区域   ３箇所(R1) → 随時更新(R6) 

・土石流危険区域数     ０区域(R1) → 随時更新(R6) 

・地すべり等危険区域    ４区域(R1) → 随時更新(R6) 

・防災マップ作成      作成済 2,000部(R1) → 必要に応じ更新(R6) 

 

 

 

 

施策プログラム 

推進事業 
・防災訓練事業 

・防災マップ更新事業 

 

北海道 

北海道 

遠別町 

遠別町 

遠別町 
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１．人命の保護 

指 標 「 目 標 値 」 

 

 

 

 

 1-3  大規模津波等による死傷者の発生 

【1-3-1】津波避難体制の整備 

 □ 防災マップについて引き続き周知・配布を行い、今後新たな津波浸水想定や津波災

害警戒区域の設定がされるなど、情勢変化に応じ防災マップの見直しをはじめ避難体

制の再整備を実施します。 

 

 □ 町民の津波に対する防災意識の啓発のため、津波時の避難経路や浸水想定等を引き

続き周知し、町内会での津波を想定した防災訓練の実施を促進します。 

 

 

   

 

 

 

 

【1-3-2】海岸保全施設等の整備 

 □ 遠別海岸における越波・浸水、浸食被害及び津波被害を最小限とするため、海岸保

全施設が計画的に整備されるよう北海道との連携を密に実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波避難計画策定    策定済(H26) 

・防災マップ作成     作成済 2,000部(R1) → 必要に応じ更新(R6)【再掲】 

 

 

 

 

 

 

 

施策プログラム 

推進事業 

・防災訓練事業【再掲】 

・自主防災組織運営支援事業 

・防災マップ更新事業【再掲】 

・協働のまちづくり事業 

北海道 

遠別町 

遠別町 

遠別町 
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１．人命の保護 

指 標 「 目 標 値 」 

 

 

 

 

 1-4  突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水 

【1-4-1】洪水・内水防災マップの作成 

 □ 防災マップについて引き続き周知・配布を行い、情勢変化に応じた見直しや遠別川、

ウツツ川、オタコシベツ川近隣住民に対する避難体制の再整備を実施します。 

 

 □ 防災マップを活用した防災訓練の実施促進や、避難の実効性を高めるための情報発

信の整備を推進します。 

 

 

   

 

 

 

 

 

【1-4-2】河川改修等の治水対策 

 □ 管理河川において引き続き計画的な治水対策を行うとともに、近年浸水被害を受け

た河川や、遠別川をはじめとした町内を流れる河川等の治水対策を重点化し、北海道

と連携した効率的な整備を推進します。 

 

 □ ゲリラ豪雨などの大雨による内水浸水被害を軽減するため、排水ポンプや雨水管渠

などの計画的な更新を実施します。 

 

 

   

 

【1-4-3】河川管理施設の老朽化対策 

 □ 樋門、樋管、ダム、排水機場等の河川管理施設については、計画的な老朽化対策や

施設の適切な維持管理を推進します。 

 

 

 

 

・防災マップ作成   作成済 2,000部(R1) → 必要に応じ更新(R6)【再掲】 

 

 

 

 

施策プログラム 

推進事業 

・防災訓練事業【再掲】 

・自主防災組織運営支援事業【再掲】 

・防災マップ更新事業【再掲】 

・地域情報通信基盤更新事業 

・防災行政無線更新事業 

北海道 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

推進事業 ・下水道整備事業 
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１．人命の保護 

指 標 「 目 標 値 」 

 

 

 

 

 1-5  暴風雪及び豪雪による交通途絶等に伴う死傷者の発生 

【1-5-1】暴風雪時における道路管理体制 

 □ 暴風雪時には交通障害の発生や通行止めなどのリアルタイム情報を迅速に共有する

体制を整備し、住民や外国人を含む観光客への情報伝達体制の強化を実施します。 

 

 

 

   

 

 

【1-5-2】防雪施設の整備 

 □ 要対策箇所への防雪柵や雪崩予防柵などの施工を重点的に実施し、気象条件や基盤

の変化による新たな対策が必要な箇所等の把握に努め、計画的な施設整備を実施しま

す。 

 

 

   

 

【1-5-3】除雪体制の確保 

 □ 各道路管理者（国・道・遠別町）による情報共有や相互連携を強化するなど豪雪等

異常気象に備え、除雪車両や堆積場など相互支援体制の構築を図ります。 

 

□ 安定的な除雪体制が確保できるよう、除雪機械の計画的な更新など、持続可能な除

雪体制整備を推進します。 

 

 

   

 

 

 

 

・除雪車両台数   ９台(R1) →  ９台(R6) 

 

 

 

 

施策プログラム 

推進事業 
・地域情報通信基盤更新事業【再掲】 

・防災行政無線更新事業 

推進事業 ・町道防雪柵設置・解体事業 

推進事業 
・町道及び公共施設除排雪事業 

・除雪車両更新等事業 

重 点 

重 点 

      
国    

北海道 

北海道 

民 間 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

      
国    

      
国    北海道 
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１．人命の保護 

指 標 「 目 標 値 」 

 

 

 

 

 1-6  積雪寒冷を想定した避難体制等の未整備による被害の拡大 

【1-6-1】冬季も含めた帰宅困難者対策の実施 

 □ 暴風雪等による多数の帰宅困難者が発生した場合の一時待避所の確保とその周知・

啓発体制を整備します。 

 

 

   

 

【1-6-2】積雪寒冷を想定した避難所整備 

 □ 各避難所等における冬季防寒対策のため、毛布及びポータブルストーブ等の暖房資

機（器）材を計画的に配備して防寒対策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防災備蓄計画策定     策定済(H26) 

・毛布備蓄枚数      ８４０枚(R1)  →  １，０００枚(R1) 

・ポータブルストーブ    ３６台(R1)  →     ４４台(R1) 

・発電機          １２機(R1)  →     １５機(R1) 

 

施策プログラム 

推進事業 ・公共施設等補修事業【再掲】 

推進事業 

・防災備蓄倉庫整備事業【再掲】 

・災害用備蓄品整備事業【再掲】 

・災害用資機（器）材整備事業【再掲】 

遠別町 

遠別町 
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１．人命の保護 

 

 

 

 

 1-7  情報収集・伝達の不備・途絶等による死傷者の拡大（1/2） 

【1-7-1】関係行政機関相互の連絡体制の整備及び情報共有化 

 □ 北海道防災情報システムの運用により北海道との災害情報を共有し、住民への迅速

な伝達を可能としているが、今後災害通信訓練の実施や担当課内での操作業務演習を

実施し、防災業務の属人化の解消と防災業務の充実を図ります。 

 

【1-7-2】自主防災組織の運営支援 

 □ 町内会への出前講座の実施による共助意識の浸透と地域防災マスター制度の周知を

行い、地域防災力の向上と自主防災組織の運営を推進します。 

 

 

 

 

【1-7-3】住民等への情報伝達体制整備 

 □ 国民保護法に基づく安否情報システムの有効活用も含め、避難所や病院等における

住民の安否情報収集体制の整備を推進します。 

 

 □ 住民への災害情報の伝達に必要な防災行政無線設備・ＩＰ告知端末システム等を計

画的に更新するとともに、町内世帯に災害情報が迅速かつ確実に伝わるよう多様な方

法による伝達手段を整備します。 

 

 □ 緊急速報メール及びＬアラート（災害情報共有コモンズ）の適切な運用など災害情

報の伝達体制を計画的に整備する必要がある。 

 

 □ 既存メディアの中断や携帯電話の輻輳時においても、住民等へ防災情報を確実に伝

達するため、指定避難所における公衆無線ＬＡＮと市街地及びへき地における耐災害

性を向上する通信インフラ整備を進めます。また、ラジオの機能を確保するため、中

継局の整備など難聴対策を推進します。 

 

 □ 観光客の安全を確保し、適切に保護するため、ＳＮＳ等を活用した迅速かつ正確な

情報提供や避難誘導など、「道の駅」を中心として、災害から観光客を守る緊急時受入

体制の整備を実施します。また、近年増加傾向にある外国人観光客については、国が

策定した指針等に沿って北海道と連携し、外国人向け災害情報の伝達体制を整備しま

す。 

 

 □ 支援を要する要介護高齢者や障がい者などに対する避難誘導などの支援が迅速かつ

適切に行えるよう要支援者名簿を随時更新し、具体的な避難方法等をまとめた個別避

難計画の策定を推進します。 

 

 

 

施策プログラム 

推進事業 ・自主防災組織運営支援事業【再掲】 

推進事業 ・通信インフラ整備事業（指定避難所） 

重 点 

      
国    

      
国    

北海道 

北海道 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 
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１．人命の保護 

指 標 「 目 標 値 」 

 

 

 

 

 1-7  情報収集・伝達の不備・途絶等による死傷者の拡大（2/2） 

【1-7-4】防災教育の推進 

 □ 町内会等への出前講座の実施や各種団体への防災教材の提供など地域防災力の強化

に向けた取組を推進します。 

 

 □ 学校関係者や児童生徒に対する防災意識の啓発や地域・学校の実情に応じた実践的

な避難訓練の実施など、学校における防災教育を推進します。 

 

 

   

 

【1-7-5】災害時における通信手段の確保と多重化 

 □ 災害時の行政間の通信回線を確保するため、北海道の行政機関を結ぶ総合行政情報

ネットワークについて、通信基盤の計画的な更新と停電時対策などの災害時通信体制

を確保するとともに、有線系統通信不能時においても情報伝達が可能となるよう地域

の電波特性を考慮した通信機器等を整備し、通信手段の多重化を図ります。 

 

 

 

   

 

 

 

 

・自主防災組織結成率          １００％(R1) 

・公衆用Wi-Fi設置率（指定避難所）    ６０％(R1)   → １００％(R6) 

・町避難訓練の実施             １回(H29)  →   ３回(R6累計) 

・個別避難計画              未策定(R1)   →   策定(R6) 

・町内通信インフラ整備率        １００％(R1) 

・災害防災訓練実施（学校）         ０回／年(R1) →  １回／年(R6) 

 

施策プログラム 

推進事業 
・地域情報通信基盤更新事業【再掲】 

・防災行政無線更新事業【再掲】 

重 点 

北海道 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

推進事業 ・防災訓練事業【再掲】 
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２．救助・救急活動等の迅速な実施 

 

指 標 「 目 標 値 」 

 

 

 

 

 2-1  被災地での食料・飲料水・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給長期停止 

【2-1-1】支援物資の供給等に係る連絡体制整備 

 □ 物資供給をはじめ医療、救助・救援、帰宅支援など災害時の応急対策を迅速かつ円

滑に行うため、災害時協定の対象業務の拡大や協定内容の見直しを実施します。 

 

 □ 災害時の円滑な物資供給体制を図るため、供給拠点となる地域防災拠点について、

老朽化した既存施設の見直しを実施し、地域防災拠点機能を併せ持った複合施設の整

備を推進するとともに、支援物資の種類や数量をリスト化し情報共有するなど、北海

道と連携した物資調達・輸送体制の整備を実施します。 

 

 □ 災害時における円滑なボランティア受入体制の整備と支援活動の充実を図るため、

社会福祉協議会や地域ボランティア団体との被災地での情報共有体制を整備し、専門

的な防災知識を有する人材やボランティアコーディネーターの育成を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

【2-1-2】非常用物資の備蓄促進 

 □ 地域間連携による応急物資等の迅速な調達を図るため、「遠別町防災備蓄計画」に基

づき計画的な行政備蓄・調達体制を整備します。 

 

 □ 自主防災組織による備蓄管理やコミュニティ防災拠点における備蓄体制の整備を実

施します。 

 

 □ 家庭内備蓄の意義や必要性についての啓発活動を実施し、自発的な家庭内備蓄を促

進します。 

 

 

 

 

 

 

 

・災害時協定締結件数     １２件(R1) →    １５件(R6) 

・防災備蓄計画策定     策定済(H26) 

・食料備蓄数      ４，８８０食(R1) → ６，４００食(R6) 

 

 

施策プログラム 

推進事業 

・公共施設等補修事業【再掲】 

・遠別町社会福祉協議会補助事業 

・ボランティアコーディネーター育成事業 

推進事業 

・防災備蓄倉庫整備事業【再掲】 

・災害用備蓄品整備事業【再掲】 

・自主防災組織運営支援事業【再掲】 

 

重 点 

北海道 

民 間 

民 間 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 
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２．救助・救急活動等の迅速な実施 

 

指 標 「 目 標 値 」 

 

 

 

 

 2-2  消防・警察・自衛隊等の被災等による救助・救援活動の停滞 

【2-2-1】合同訓練など関係行政機関の連絡体制整備 

 □ 消防・警察・自衛隊との定期的な合同訓練の実施や退職自衛官の活用など関係機関

との連絡体制の整備及び連携強化を実施し、災害対応力の飛躍的な向上を推進します。 

 

 

 

 

 

【2-2-2】自衛隊体制の維持・拡充 

 □ 北海道の自衛隊が果たしうる役割や訓練環境に優れた地理的特性等を踏まえ、北海

道と連携した自衛官募集広報や訓練実施など自衛隊体制の維持・拡充を推進します。 

 

【2-2-3】救急活動等に不可欠な情報基盤・資機（器）材の整備 

 □ 消防の災害対応能力強化のため、災害用資機（器）材の計画的な購入・更新を実施

します。 

また、消防団員の装備の充実及び団員の増員を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・合同防災訓練の実施   ０回／年(R1) →  ２回／年(R6累計) 

・消防団団員数       ６３人(R1) →   ７５人(R6) 

 

 

施策プログラム 

推進事業 ・防災訓練事業【再掲】 

・消防施設設備整備事業【再掲】 

・消防施設設備更新事業【再掲】 
推進事業 

北海道 

北海道 

遠別町 

遠別町 

遠別町 
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２．救助・救急活動等の迅速な実施 

 

 

 

 

 

 2-3  被災地における保健・医療・福祉機能等の麻痺（１/２） 

【2-3-1】病院の機能強化と災害時連携 

 □ 災害時における安定的な救護所機能を確保するため、自家発電設備及び応急用医療

資機（器）材について適正な維持管理を実施するとともに、医療機器の計画的な更新

を実施します。 

 

 

 

 

 

【2-3-2】避難所等の生活環境の改善及び健康への配慮 

 □ 季節（夏季・冬季）やアレルギー、乳幼児や高齢者を配慮した食事提供や、避難所

生活が中期・長期化した場合の生活備品やトイレ環境の向上など、良好な生活環境の

整備を推進します。 

 

 

 

 

 

 

【2-3-3】災害時における福祉的支援 

 □ 平時から地域の要配慮者の把握に努め、きめ細かな支援を行うとともに、要援護者

台帳の計画的な更新を実施します。 

 

 □ 災害時における要配慮者への迅速な避難支援を行うため、平時から社会福祉協議会

や民生委員などの福祉関係者との要配慮者情報の共有を図り、災害時の緊急連絡体制

及び避難誘導等の防災体制を整備します。 

 

 □ 福祉避難所における災害用資機（器）材や物資の整備及び要配慮者への相談支援体

制の構築を図り、要配慮者支援のより一層の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策プログラム 

推進事業 
・医療機器更新等事業 

・町立診療所建設事業 

推進事業 

・防災備蓄倉庫整備事業【再掲】 

・災害用備蓄品整備事業【再掲】 

・災害用資機（器）材整備事業【再掲】 

推進事業 

・地域包括支援センター支援事業 

・災害用備蓄品整備事業【再掲】 

・災害用資機（器）材整備事業【再掲】 

重 点 

民 間 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 
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２．救助・救急活動等の迅速な実施 

 

指 標 「 目 標 値 」 

 

 

 

 

 2-3  被災地における保健・医療・福祉機能等の麻痺（２/２） 

【2-3-4】防疫対策・健康管理 

 □ 災害発生時における感染症の拡大を防ぐため、迅速な消毒・駆除等の防疫体制を整

備し、平時には職員研修を実施するなど健康管理に関する知識・能力向上を図ります。 

 

 □ 平時には、定期的な予防接種の実施体制を推進するとともに、各種健診の受診促進

及び住民の健康状態の把握など、より一層の健康づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・町立診療所            １箇所(R5) 

・要援護者台帳整備         未整備(R1) →    整備(R6) 

・乳幼児・児童・生徒台帳整備    未整備(R1) 

・災害時連絡体制（民生委員）    整備済(R1) 

・自主防災組織結成率       １００％(R1) 

・予防接種率（定期：乳幼児）   １００％(R1) →  １００％(R6) 

・予防接種率（定期：高齢者）    ５２％(R1) →   ５５％(R6) 

・特定健診受診率          ３５％(R1) →   ４５％(R6) 

 

施策プログラム 

推進事業 

・予防接種事業 

・健康増進事業 

・各種健（検）診事業 

・特定健診受診促進事業 

遠別町 

遠別町 
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３．行政機能の確保 

 

指 標 「 目 標 値 」 

 

 

 

 

 3-1  町内における行政機能の大幅な低下 

【3-1-1】災害対策本部機能の強化 

 □ 災害対策本部設置場所となる施設の老朽化対策を実施するとともに、非常用電源設

備や燃料など、概ね７２時間の稼働が可能となるよう備蓄の整備を推進します。 

 

 □ 職員初動マニュアルの改訂や庁舎内での招集訓練など、災害時における緊急体制強

化を実施します。 

 

 

 

 

 

 

【3-1-2】業務継続体制の整備 

 □ 災害時の行政業務全体の継続体制が確立されていないため、業務継続計画を策定し

継続体制を整備します。 

 

【3-1-3】広域応援・受援体制の整備 

 □ 災害発生時において、被災市町村からの派遣要請や他市町村からの応援に応えるた

めの応援・受援体制について、派遣台帳の整備や対応マニュアルの作成を行い、北海

道と他市町村との応援・受援体制を整備します。 

 

【3-1-4】ＩＴ関係業務継続体制の整備 

 □ 災害時においても情報システム機能を維持・継続するためにＩＴ部門における業務

継続計画を策定しシステム運用体制を整備します。 

 

 

 

 

・職員初動マニュアル作成   策定済 随時更新 

・業務継続計画        未策定(R1) →  策定(R6) 

・業務継続計画（ＩＴ）    未策定(R1) →  策定(R6) 

・職員災害時派遣        ０人(R1) →  ３人(R6累計) 

 

 

施策プログラム 

推進事業 

・役場庁舎補修事業 

・公共施設等補修事業【再掲】 

・公共施設等耐震化事業【再掲】 

重 点 

北海道 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 
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４．ライフラインの確保 

 

指 標 「 目 標 値 」 

 

 

 

 

 4-1  長期的又は広範囲なエネルギー供給の停止 

【4-1-1】再生可能エネルギーの導入拡大 

 □ 日本海沿岸における再生可能エネルギーのポテンシャルを周知し、北海道との連携

を強化して再生可能エネルギー利活用の普及促進を図ります。 

 

【4-1-2】電力基盤の整備 

 □ 平時も含めた安定的な電力供給機能の確保及び電力基盤の耐災害性の向上のため、

公共施設や避難所等への非常用電源設備や分散型電源の整備を電力会社と連携して推

進します。 

 

【4-1-3】地域の特性を活かしたエネルギー資源の活用 

 □ 日本海沿岸における環境的特性を活かし、公共施設や家庭への再生可能エネルギー

の導入及びエネルギー構成の多様化を推進します。 

 

【4-1-4】避難所への石油燃料供給の確保 

 □ 石油販売事業者との連携体制を強化し、緊急車両や避難所等への石油燃料の安定供

給体制を確立します。 

 

 

 

 

・災害時協定締結               締結済(H21) 

・災害時連絡体制整備（石油燃料）       未整備(R1) →   整備(R6) 

・公共施設における再生可能エネルギーの導入  ０施設(R1) →  １施設(R6) 

 

 

 

施策プログラム 

北海道 

民 間 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 
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４．ライフラインの確保 

 

 

 

 

 

 4-2  食料の安定供給の停滞（１/２） 

【4-2-1】食料生産基盤の整備 

 □ 災害により生産基盤が打撃を受けた場合、食料の安定供給に大きな影響を及ぼすこ

とから、農地や農業水利施設、漁港施設等の生産基盤の防災・減災対策の整備を推進

します。 

 

 □ 「遠別町鳥獣被害防止計画」に基づき、農水産物の鳥獣による被害防止策を実施し、

安定的な生産基盤の整備を推進します。 

 

 □ 農水産業の生産力の向上を図るため、ロボットやＡＩの活用による省力・高生産な

農水産業経営に資する取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【4-2-2】農水産業の体質強化 

 □ 農水産業の維持・活性化については多くの課題を抱えているが、農水産業基盤の整

備、担い手対策及び経営支援を実施し、持続可能な農水産業の発展を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【4-2-3】町産食料品の販路拡大 

 □ 災害時における食料の安定供給にも繋がることから、平時から農水産物の国外も含

めた販路拡大（ブランド化・６次産業化など）を北海道と連携して推進し、貯蔵を含

めた食料供給の安定を促進します。 

 

 

 

 

施策プログラム 

推進事業 

・地域ステップアップ事業 

・農地整備事業 

・草地畜産基盤整備事業 

・畜産振興補助事業 

・水利施設整備事業 

推進事業 

・新規就農者等誘致促進事業 

・農業次世代人材投資事業 

・漁業振興対策事業 

・経営所得安定対策等推進事業 

・多面的機能支払交付金事業 

・中山間地域直接支払交付金事業 

重 点 

重 点 

民 間 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 
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４．ライフラインの確保 

 

指 標 「 目 標 値 」 

 

 

 

 

 4-2  食料の安定供給の停滞（２/２） 

【4-2-4】町産農水産物の産地備蓄の推進 

 □ 災害時には地域への安定的な食料供給が可能となることから、農水産物の長期的な

貯蔵について、雪氷冷熱等の利用を含め、産地備蓄を推進します。 

 

 

・農家戸数      ９６戸(R1)  →   ９６戸(R6) 

・漁家戸数      ２３戸(R1)  →   ２３戸(R6) 

・農業法人数    １２法人(R1)  →  １２法人(R6) 

・新規就農者数     ２戸(R1)  →    ５戸(R6累計) 

・６次産業化数     0件(R1)  →    １件(R6累計) 

 

 

施策プログラム 

遠別町 
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４．ライフラインの確保 

 

指 標 「 目 標 値 」 

 

 

 

 

 4-3  上下水道等の長期期間にわたる機能停止 

【4-3-1】水道施設の耐震化・老朽化対策 

 □ 災害時における給水機能確保のため、「水道配水管等更新計画」に基づき計画的な水

道施設の維持管理を行い、老朽化対策を進めます。 

 

 

 

 

【4-3-2】水道施設の防災機能強化 

 □ 緊急時の給水拠点の確保を図るため、配水池の耐震化や緊急遮断弁、送水管・配水

管の耐災害性の向上などの整備や、応急給水体制の整備を進め、防災機能の強化を進

めます。 

 

【4-3-3】下水道施設の耐震化・老朽化対策 

 □ 地震時における下水道機能の確保のため、「ストックマネジメント計画」に基づき、

改築・更新など計画的な維持管理を実施します。 

 

□ 浄化槽について、老朽化した単独浄化槽から災害に強い合併浄化槽への転換を促進

します。 

 

 

 

 

 

 

 

【4-3-4】下水道業務継続計画の策定 

 □ 下水道施設ＢＣＰを現状に合わせて随時改定し、災害時の業務継続体制を整備しま

す。 

 

 

 

・水道配水管等更新計画     ０戸(R1) →  ７９戸(R6) 

・下水道施設の長寿命化計画  策定済(H25) 

・ストックマネジメント計画  策定済(R1) 

・合併浄化槽普及率      ５７％(R1) →  ８０％(R6累計) 

・下水道業務継続計画策定   策定済(H28) 

 

施策プログラム 

推進事業 ・簡易水道整備事業 

推進事業 

・下水道整備事業 

・浄化槽設置整備事業 

・雨水浸水対策事業 

重 点 

重 点 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 
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４．ライフラインの確保 

 

指 標 「 目 標 値 」 

 

 

 

 

 4-4  町外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止 

【4-4-1】高規格幹線道路を軸とした道路ネットワークの整備 

 □ 災害時の広域交通の分析を回避し、防災拠点間を結ぶ移動の代替性を確保するため

道道遠別名寄線の整備や稚内－士別剣淵区間の高規格幹線道路の整備や市街地をつな

ぐアクセス道路、緊急輸送道路及び避難路などのネットワーク化を北海道と連携して

推進します。 

 

 □ 国道２３１、２３２号は第一次緊急輸送路に指定されているが、その地理的条件か

ら法面崩落、吹雪・越波による大きな影響を受けているため、オロロンライン防災・

安全推進協議会と連携した強靱化及び安全性向上に関する要望を実施します。 

 

【4-4-2】道路施設の防災対策、耐震化、老朽化対策 

 □ 「遠別町橋梁長寿命化修繕計画書」に基づき橋梁の計画的な維持管理を実施します。

また、道路施設の定期的な点検を行い、老朽箇所が発見された場合は、計画的な修繕

及び維持管理を実施します。 

 

 □ 農道・農道橋については、農山村地域の生活道路として一般道と同様の機能を担っ

ていることから、定期的な点検・診断を行い、必要箇所は補修・舗装を実施するなど

の計画的な整備を実施します。 

 

 

 

 

 

【4-4-3】航空ネットワークの維持・拡充 

 □ 道北地域における移動や物資の輸送において、航空路線は重要なアクセス手段の一

つであるため、北海道と連携して航空ネットワークを構成する各航空路線の維持・拡

充を推進します。 

 

 

 

 

・橋梁改修数        ５橋(R1) →   ９橋(R6) 

・道路管理台帳整備   アナログ(R1) → デジタル(R6) 

・道路橋の定期点検     １回(R1) →   ２回(R6) 

              ２回(R1) →   ３回(R6)（７７橋中１橋） 

・橋梁長寿命化計画    策定済(H24) 

 

施策プログラム 

推進事業 
・橋梁長寿命化修繕事業 

・町道維持補修事業 

重 点 

重 点 
      
国    

北海道 

北海道 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

      
国    
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５．経済活動の機能維持 

 

指 標 「 目 標 値 」 

 

 

 

 

 5-1  長期的又は広範囲なサプライチェーンの寸断や中枢機能の麻痺等による企業活動等の停滞 

【5-1-1】本社機能や生産拠点の立地（リスク分散） 

 □ 経済活動のリスク分散とサプライチェーンの複線化に資するため、北海道のバック

アップ拠点としての優位性と遠別町の立地的な強みを活かし、本社機能や生産拠点の

移転を北海道と連携して促進します。 

 

【5-1-2】企業における業務継続体制の強化 

 □ 中小企業の業務継続計画の策定を促進するため、国と北海道と連携して計画の策定

の必要性を普及啓発するとともに、計画策定を希望する企業に対しては、商工会等と

も連携しながら、その策定を支援します。 

 

 □ 企業の経営強靱化及び災害時の事業活動の継続に資するため、商工会と連携して「事

業継続力強化支援計画」の策定に努めます。 

 

 

 

 

 

 

【5-1-3】被災企業等への金融支援 

 □ 災害に伴う経済環境の急変等により影響を受けた中小企業者等の事業の早期復旧と

経営の安定を図るため、国と北海道が実施している金融支援の普及啓発を実施しなが

ら、企業の災害対策に対する取組の支援策の実施を検討します。 

 

 

 

・企業誘致件数           ０件(R1) →  １件(R6) 

・企業への業務継続計画策定支援   ０企業(R1) → １企業(R6) 

・業務継続力強化支援計画      未策定(R1) →  策定(R6) 

 

施策プログラム 

推進事業 
・商工会活動補助事業 

・遠別町中小企業特別融資制度資金利子補給金 

      
国    

北海道 

北海道 

民 間 

民 間 

民 間 

民 間 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 
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５．経済活動の機能維持 

 

指 標 「 目 標 値 」 

 

 

 

 

 5-2  物流機能の大幅な低下 

【5-2-1】漁港の機能強化 

 □ 災害時における物流拠点・輸送拠点としての機能を確保するため、ターミナル機能

の強化や船舶の大型化など物流の変化に対応した漁港整備など、漁港の機能強化を推

進するとともに、漁港の耐震化、液状化対策、老朽化対策など国の事業等を活用しな

がら計画的な整備を推進します。 

 

 

 

 

【5-2-2】陸路における流通経路等の機能強化 

 □ 災害時においても、集送乳などの陸路における農水産物の円滑な輸送や物流機能の

維持を図るため、平時より流通経路となる道路設備等の点検と機能強化を実施します。  

 

 

 

 

 

 

施策プログラム 

推進事業 ・遠別漁港整備事業 

      
国    遠別町 

遠別町 北海道 
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６．二次被害の抑制 

 

指 標 「 目 標 値 」 

 

 

 

 

 6-1  ため池の機能不全による二次災害の発生 

【6-1-1】ため池の防災対策 

 □ 大規模地震や豪雨等を起因としたため池の決壊などによる二次災害を防止するた

め、対象となるため池の点検・診断を実施し必要な対策を推進するとともに、農業用

ため池の管理及び保全に関する法律に基づき、随時、農業用ため池の所在や管理状況

の把握を実施します。 

 

 

 

・農業用ため池届出件数   ８件(R1) →  ８件(R6) 

 

施策プログラム 

遠別町 
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６．二次被害の抑制 

 

指 標 「 目 標 値 」 

 

 

 

 

 6-2  農地、森林等の被害による国土の荒廃 

【6-2-1】森林の整備・保全 

 □ 大雨や地震等の災害時における土石・土砂の流出や表層崩壊など産地災害を防止す

るため、「遠別町森林整備計画」に基づき計画的な造林、間伐等の森林整備や林道等の

路網整備を進めます。 

 

 □ 森林の多面的機能の継続的な発揮を図るため、「遠別町鳥獣被害防止計画」に基づき

野生鳥獣による森林被害の防止対策を実施し、自然と共生した多様な森林づくりを推

進します。 

 

 

 

 

 

 

 

【6-2-2】農地・農業水利施設等の保全管理 

 □ 農地が持つ保水効果や土壌流出の防止効果など国土保全機能を維持するため、地域

コミュニティ等による農地・農業水利施設等の地域資源の適正な保全管理を維持する

取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・無立木地        ３９７ha(R1) →  ３９７ha(R6) 

・森林経営計画認定率    ８５％(R1) →   ８９％(R6) 

 

 

施策プログラム 

推進事業 

・町有林造林事業（間伐等含む） 

・未来につなぐ森づくり推進事業 

・民有林振興事業 

・森林環境譲与税利活用事業 

推進事業 

・農地整備事業【再掲】 

・草地畜産基盤整備事業【再掲】 

・地域ステップアップ事業【再掲】 

・水利施設整備事業【再掲】 

遠別町 

遠別町 

遠別町 
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７．迅速な復旧・復興等 

 

指 標 「 目 標 値 」 

 

 

 

 

 7-1  災害廃棄物の処理や仮設住宅の整備等の停滞による復旧・復興の大幅な遅れ 

【7-1-1】災害廃棄物処理体制の整備 

 □ 「遠別町地域防災計画」において廃棄物処理等計画を定めているが、一時貯蔵場所

の選定や受入体制の整備など「災害廃棄物処理計画」を策定し、処理体制を再整備し

ます。 

 

【7-1-2】地籍調査の推進 

 □ 災害後の円滑な復旧・復興を図るため、正確な地籍調査を実施します。 

 

【7-1-3】仮設住宅等の迅速な確保 

 □ 被災者の迅速な生活基盤の確保を図るため、土地の確保や住家の被害認定調査など

対象者及び対象箇所の迅速かつ適切な選定体制を整備します。 

 

 

 

 

・災害廃棄物処理計画策定   未策定(R1) → 策定(R6) 

・地籍調査進捗率       １００％(R1) 

 

 

施策プログラム 

北海道 

遠別町 

遠別町 

遠別町 
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７．迅速な復旧・復興等 

 

指 標 「 目 標 値 」 

 

 

 

 

 7-2  復旧・復興等を担う人材の絶対的不足や地域コミュニティの崩壊 

【7-2-1】災害対応に不可欠な建設業の振興と連携 

 □ 遠別建設協会と災害時協定を締結しているが、協定業務の見直しや連絡体制強化な

ど、災害時の応急対策が迅速かつ効果的に行われるよう建設協会とのより一層の連携

を推進します。 

 

 □ 災害時の復旧・復興に加え、平時における強靱化（施設及び橋梁等整備）に不可欠

な建設業の振興のため、担い手の確保や業務継続計画の策定支援など、関係機関と連

携した取組を推進します。 

 

【7-2-2】地域コミュニティ機能の維持・活性化 

 □ 災害時における避難や復旧・復興が迅速に行われるよう、平時より多世代・多文化

の交流を促進し交流人口・関係人口の増加及び共助の浸透を図るとともに、移住・定

住を促進させ集落機能の維持・活性化を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【7-2-3】行政職員の活用促進 

 □ 災害復旧・復興業務を円滑に実施するため、職員研修や災害時訓練を実施して職員

一人一人の災害対応スキルの向上を推進します。 

 

□ 管内８市町村との相互応援協定を締結しているが、同時被災を回避する観点から管

外市区町村との広域的な協定締結を検討します。 

 

 

 

 

 

・移住交流支援センター利用件数   ４件／年(R1) → １０件／年(R6) 

・地域おこし協力隊定住延べ人数     ６人(R1) →    ７人(R6) 

・職員研修実施（防災）        未実施(R1) →    １回(R6) 

・相互応援協定締結（管外）      未締結(R1) →    締結(R6) 

・自主防災組織数          ２１組織(R1) →  ２１組織(R6) 

 

施策プログラム 

推進事業 

・地域活力向上事業 

・移住定住促進事業 

・地域おこし協力隊事業 

・協働のまちづくり事業 

・自主防災組織運営支援事業 

推進事業 ・職員人材育成研修事業 

民 間 

民 間 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 

遠別町 
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遠別町強靱化推進事業一覧表 

 

№ 推進事業 担当課 実施場所 

１ 住宅リフォーム助成事業 建設課 

遠別町全域 

２ 除雪機械整備事業 建設課 

３ 橋梁整備事業 建設課 

４ 町道整備・維持事業 建設課 

５ 防雪柵設置事業 建設課 

６ 公営住宅等整備・改善・解体事業 建設課 

７ 簡易水道施設整備事業 建設課 

８ 下水道整備事業 建設課 

９ 地方路線バス維持事業 住民課 

１０ デマンドバス運行事業 住民課 

１１ 空き家対策事業 住民課 

１２ 遠別町社会福祉協議会補助事業 福祉課 

１３ 緊急通報システム整備事業 福祉課 

１４ 子ども医療費助成事業 福祉課 

１５ がん検診助成事業 福祉課 

１６ 母子保健推進事業【交通助成含む】 福祉課 

１７ 高齢者・重度障がい者交通助成事業 福祉課 

１８ 乳幼児健康診査事業 福祉課 

１９ 予防接種事業 福祉課 

２０ 医療機器整備事業 町立病院 

２１ 町立診療所建設事業 町立病院 

２２ 職員住宅整備事業 町立病院 

２３ 遠別町学校改修事業 教育委員会 

２４ 遠別中学校建設事業 教育委員会 

２５ 生涯学習センター改修事業 教育委員会 

２６ 合宿のふるさと事業 教育委員会 

２７ スポーツセンター改修事業 教育委員会 

２８ すぱーく遠別改修事業 教育委員会 

２９ 学校給食センター改修事業 教育委員会 

３０ 民間賃貸住宅建設助成事業 総務課 

３１ 自主防災組織運営交付金事業 総務課 

３２ 防災対策事業【倉庫・備蓄品・資機材等】 総務課 

３３ 防災訓練事業 総務課 

３４ 協働のまちづくり事業 総務課 

３５ 地域活力向上事業 総務課 

３６ 移住体験事業 総務課 

３７ 情報通信基盤更改事業【ＩＰ告知】 総務課 

３８ 防災無線更新事業 総務課 

３９ 地域ステップアップ事業 経済課 

４０ 畜産振興対策事業 経済課 
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遠別町強靱化推進事業一覧表 

 

№ 推進事業 担当課 実施場所 

４１ 経営所得安定対策等推進事業 経済課 

遠別町全域 

４２ 農業次世代人材投資事業 経済課 

４３ 多面的機能支払交付金事業 経済課 

４４ 中山間地域等直接支払交付金事業 経済課 

４５ 水利施設整備事業 経済課 

４６ 農地整備事業 経済課 

４７ 草地畜産基盤整備事業 経済課 

４８ 新規就農者経営発展支援事業 経済課 

４９ 町有林造林事業 経済課 

５０ 町有林造林地保育事業 経済課 

５１ 未来につなぐ森づくり推進事業 経済課 

５２ 森林環境譲与税利活用事業 経済課 

５３ 漁港上架施設建設事業 経済課 

５４ 漁業生産基盤強化対策事業 経済課 

５５ 特別融資保証料補給事業 経済課 

５６ 起業化支援事業 経済課 

５７ プレミアム商品券発行事業 経済課 

５８ 商工会活動補助事業 経済課 

５９ 道の駅施設建設事業 経済課 

６０ キャンプ場整備事業 経済課 

６１ 青年部連携地域活性化事業 経済課 

６２ 地域おこし協力隊事業 総務課 

６３ 海洋センター改修事業 教育委員会 

６４ 職員人材育成研修 総務課 

６５ 野球場改修事業 教育委員会 

６６ スキー場夜間照明施設改修事業 教育委員会 

６７ 看護師就労奨励事業 町立病院 

６８ 学童保育事業 福祉課 

６９ 有害鳥獣捕獲事業 経済課 

７０ 空き家等対策計画策定事業 住民課 

７１ 指定避難所・指定緊急避難場所整備事業 総務課 

７２ ボランティアコーディネーター育成事業 福祉課 

７３ 結婚・出産祝金事業 住民課 

７４ 消防ポンプ自動車等整備事業 消防 

７５ 高齢者バス・タクシー助成事業 福祉課 

７６ 英語指導業務事業 教育委員会 

７７ 遠別農業高等学校教育振興事業 教育委員会 

７８ 防災施設等整備事業 総務課 

７９ 行政サービスポイント事業 総務課 

８０ 姉妹都市交流事業 総務課 
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１ 計画策定の背景 

 

 本計画の推進にあたっては、各施策の進捗状況や「目標値」の達成状況を踏まえながら施

策プログラム全体の見直しを行い、その結果を考慮した本町の脆弱の再評価・分析を行い、

さらなる施策推進に繋げていくというＰＤＣＡサイクル（※１）を構築します。 

 また、そのＰＤＣＡサイクルを効果的に機能させるために適時ＫＰＩ（※２）を活用した

ローリングを実施し、計画の実効性を高めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ ＰＤＣＡサイクル 

Plan「計画」・Do「実行」・Check「評価」・Action「改善」を繰り返すことで業務を継続的にしていく方法。 

※２ ＫＰＩ 

 目標の達成度を評価するための主要業務評価指標 

 

２ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ（※３））の達成に向けた施策の推進 

 

国では、「持続可能な開発目標実施指針」を８つの優先課題と具体的な対策の中で、「④持

続可能で強靱な国土と質の高いインフラ整備」を示し、目標達成に向け「国土強靱化の推進・

防災」や「質の高いインフラ投資の推進」など各施策を推進しています。北海道においては、

北海道総合計画をはじめとする各種計画や取組方針など、国の実施指針と方向性を同じくす

る施策に取り組んでおり、北海道強靱化計画についても「持続可能な開発目標」の達成に資

するものとして関連施策を推進しています。本町においては、「まち・ひと・しごと創生総合

戦略と調和・連携を図り、相乗的に「持続可能な開発目標」の達成に資することができるよ

う関連施策を推進していきます。 

 

※３ 持続可能な開発目標 

   ２０１５年９月に国連で採択された、先進国を含む２０３０年までの国際社会全体の開発目標。１７の

ゴール（目標）とその下位目標である１６９のターゲットから構成 

 

３ 遠別町強靱化のための推進事業の設定 

 

施策プログラムの推進に必要な各事業のうち、遠別町が主体となって実施する事業を設定

します。 

また、計画策定後の状況変化等に対応するため、計画期間中においても必要に応じて推進

事業の見直しや新たな設定を行うこととします。 

Ⅴ 計画の推進管理 

Ｐ 

Ｄ 

Ｃ 

Ａ 

Plan（計画） 

リスク設定→脆弱化評価→施策プログラム設定 

Do（実行） 

計画的な推進事業の実施 

Check（評価） 

指標設定による進捗状況の把握・評価 

Action（見直し・改善） 

全体の取組の見直し・改善 


